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一

は
じ
め
に

一
九
九
七
年
一
月
の
ナ
ホ
ト
カ
号
油
濁
事
故
な
ど
の
よ
う
に
（

）、
ば
ら
積
み
の
油
を
貨
物
と
し
て
積
載
し
て
い
る
タ
ン
カ
ー
の
海
難

1

事
故
に
よ
り
油
が
流
出
し
油
濁
損
害
が
生
じ
た
と
い
う
事
件
は
こ
れ
ま
で
国
内
的
の
み
な
ら
ず
国
際
的
に
も
数
多
く
見
ら
れ
る
（

）。
ま

2

た
、
タ
ン
カ
ー
以
外
の
一
般
船
舶
の
海
難
事
故
に
お
い
て
も
、
沈
没
し
た
船
舶
か
ら
燃
料
油
が
流
出
し
油
濁
損
害
が
生
じ
た
と
い
う

事
件
は
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
最
近
で
は
、
二
〇
〇
八
年
三
月
五
日
、
明
石
海
峡
に
お
い
て
、
砂
利
船
、
ケ
ミ
カ
ル
タ
ン
カ
ー
お
よ

び
貨
物
船
が
衝
突
し
、
沈
没
し
た
貨
物
船
か
ら
油
が
流
出
し
た
と
い
う
事
故
が
挙
げ
ら
れ
る
（

）。
タ
ン
カ
ー
に
よ
る
油
濁
事
故
だ
け
で

3

な
く
一
般
船
舶
に
よ
る
油
濁
事
故
が
発
生
し
た
場
合
も
、
海
洋
環
境
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
ほ
か
、
油
濁
損
害
を
め
ぐ
る
法
律
関
係
も

複
雑
に
発
生
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
軽
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
タ
ン
カ
ー
油
濁
損
害
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、

国
際
油
濁
補
償
基
金
に
よ
る
補
償
が
な
さ
れ
得
る
た
め
こ
れ
に
よ
り
油
濁
被
害
者
の
保
護
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
（
船
舶
油
濁
損
害

賠
償
保
障
法
（
以
下
「
油
濁
損
害
賠
償
法
」
と
い
う
（

））
二
二
条
お
よ
び
三
〇
条
の
二
参
照
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
般
船
舶
油
濁
損
害
が
発

4

生
し
た
場
合
に
は
、
同
基
金
に
よ
る
補
償
は
な
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
一
般
船
舶
油
濁
損
害
賠
償
責
任
（
油
濁
損
害
賠
償
法
三
九
条
の

二
）
に
つ
い
て
は
、
タ
ン
カ
ー
油
濁
損
害
賠
償
責
任
（
油
濁
損
害
賠
償
法
三
条
）
の
よ
う
な
固
有
の
責
任
制
限
制
度
が
存
在
し
な
い
た

め
海
難
事
故
に
伴
い
生
じ
る
他
の
制
限
債
権
と
共
に
責
任
制
限
に
か
か
る
（
油
濁
損
害
賠
償
法
三
九
条
の
三
参
照
）。
そ
の
た
め
、
タ
ン

カ
ー
油
濁
損
害
の
場
合
よ
り
も
、
油
濁
被
害
者
の
保
護
が
後
退
す
る
お
そ
れ
が
生
じ
得
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
一
般
船
舶
で
あ
る
Ａ
船
と
Ｂ
船
が
衝
突
し
（
両
船
に
過
失
が
あ
る
と
す
る
）、
Ａ
船
か
ら
燃
料
油
が
流
出
す
る
油
濁
事
故

が
発
生
し
た
と
い
う
場
合
（
以
下
「
本
件
事
例
」
と
い
う
）、
Ａ
船
の
船
舶
所
有
者
や
Ｂ
船
の
船
舶
所
有
者
等
に
対
し
て
は
い
か
な
る

法
律
関
係
が
発
生
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
か
か
る
法
律
関
係
に
つ
い
て
は
、
①
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

（
以
下
「
海
洋
汚
染
防
止
法
」
と
い
う
（

））
に
基
づ
く
公
法
上
の
規
制
な
ら
び
に
②
油
濁
損
害
賠
償
法
お
よ
び
船
舶
の
所
有
者
等
の
責
任

5
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の
制
限
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
船
主
責
任
制
限
法
」
と
い
う
（

））
に
基
づ
く
私
法
上
の
法
律
関
係
の
双
方
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ

6

る
。
す
な
わ
ち
、
海
洋
汚
染
防
止
法
に
基
づ
く
公
法
上
の
規
制
と
し
て
は
、
船
舶
所
有
者
等
に
排
出
油
の
防
除
措
置
の
義
務
が
発
生

し
、
油
濁
損
害
賠
償
法
や
船
主
責
任
制
限
法
に
基
づ
く
私
法
上
の
法
律
関
係
と
し
て
は
、
船
舶
所
有
者
等
に
油
濁
損
害
の
賠
償
責
任

が
生
じ
そ
の
責
任
が
一
定
の
場
合
に
制
限
さ
れ
得
る
。
本
稿
は
、
こ
の
双
方
に
つ
い
て
、
船
舶
所
有
者
等
に
適
用
さ
れ
る
法
律
関
係

の
考
察
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
後
述
す
る
通
り
、
防
除
措
置
に
要
す
る
費
用
に
係
る
債
権
は
油
濁

損
害
賠
償
法
の
一
般
船
舶
油
濁
損
害
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
船
主
責
任
制
限
法
の
責
任
制
限
に
か
か
る
か
ど
う
か

と
い
う
問
題
点
が
あ
る
た
め
、
こ
の
二
つ
の
法
律
関
係
は
相
互
に
交
錯
し
関
連
性
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
は
、
先
ず
、
海
洋
汚
染
防
止
法
に
基
づ
く
公
法
上
の
規
制
（
特
に
応
急
措
置
・
防
除
措
置
）
を
考
察
し
た
う
え
で
（
第
二
章
）、

私
法
上
の
法
律
関
係
と
し
て
、
油
濁
損
害
賠
償
法
に
基
づ
く
賠
償
責
任
（
第
三
章
）
お
よ
び
船
主
責
任
制
限
法
に
基
づ
く
賠
償
責
任

の
制
限
制
度
（
第
四
章
）
を
考
察
す
る
。
第
二
章
に
お
い
て
は
、
油
濁
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
海
洋
汚
染
防
止
法
が
い
か
な
る
者

に
い
か
な
る
義
務
を
課
し
て
い
る
の
か
、
応
急
措
置
・
防
除
措
置
義
務
を
中
心
に
、
こ
れ
に
伴
う
費
用
負
担
と
共
に
検
討
す
る
。
第

三
章
に
お
い
て
は
、
燃
料
油
に
よ
る
汚
染
損
害
に
つ
い
て
の
民
事
責
任
に
関
す
る
国
際
法
制
お
よ
び
国
内
法
制
の
概
要
に
つ
い
て
言

及
す
る
。
第
四
章
に
お
い
て
は
、
船
主
責
任
制
限
制
度
の
概
要
と
防
除
措
置
義
務
の
履
行
に
伴
い
発
生
す
る
費
用
に
係
る
債
権
を
含

む
一
般
船
舶
油
濁
損
害
に
該
当
す
る
債
権
が
責
任
制
限
に
か
か
る
か
ど
う
か
を
債
権
の
帰
属
主
体
ご
と
に
検
討
す
る
。
最
後
に
、
第

五
章
に
お
い
て
、
海
洋
汚
染
防
止
法
に
基
づ
く
公
法
上
の
規
制
と
船
主
責
任
制
限
法
に
よ
る
責
任
制
限
と
の
交
錯
に
つ
い
て
ま
と
め

る
と
共
に
、
一
般
船
舶
油
濁
損
害
の
賠
償
制
度
の
在
り
方
に
関
し
て
若
干
の
指
摘
を
行
い
、
む
す
び
に
代
え
る
。
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二

海
洋
汚
染
防
止
法
に
基
づ
く
公
法
上
の
規
制
（

）
7

㈠

海
洋
汚
染
防
止
法
の
成
立
経
緯
の
概
要
（

）
8

海
洋
は
世
界
的
な
広
が
り
を
持
ち
、
船
舶
に
よ
る
国
際
海
上
輸
送
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
多
様
な
海
底
資
源
を
提

供
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
そ
れ
故
、
大
気
環
境
や
水
環
境
だ
け
で
な
く
海
洋
環
境
も
こ
れ
を
保
護
し
、
そ
の
汚
染
を
防
止
す
る
必
要

が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
国
内
法
の
み
な
ら
ず
国
際
法
に
よ
る
対
応
が
必
要
で
あ
る
。
海
洋
の
汚
染
原
因
と
し
て
特
に
重
要
な
の

は
、
船
舶
か
ら
の
排
出
油
で
あ
る
。
国
際
的
に
は
、
一
九
五
四
年
に
油
に
よ
る
海
水
の
汚
濁
の
防
止
の
た
め
の
国
際
条
約
（
以
下

「
Ｏ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｏ
Ｌ
条
約
」
と
い
う
）
が
採
択
さ
れ
、
国
内
的
に
は
、
一
九
六
七
年
に
船
舶
の
油
に
よ
る
海
水
の
汚
濁
の
防
止
に
関
す
る

法
律
（
以
下
「
海
水
油
濁
防
止
法
」
と
い
う
（

））
が
制
定
さ
れ
た
。
同
法
は
、
一
定
の
船
舶
か
ら
の
一
定
海
域
へ
の
油
の
排
出
を
原
則
と

9

し
て
禁
止
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
同
法
五
条
一
項
お
よ
び
一
〇
条
一
項
）。

そ
の
後
、
国
際
的
に
は
、
一
九
六
七
年
の
ト
リ
ー
・
キ
ャ
ニ
オ
ン
号
事
件
（
一
九
六
七
年
三
月
に
リ
ベ
リ
ア
船
籍
の
ト
リ
ー
・
キ
ャ

ニ
オ
ン
号
が
イ
ギ
リ
ス
の
コ
ー
ン
ウ
ォ
ー
ル
南
西
沖
の
シ
リ
ー
群
島
付
近
に
お
い
て
座
礁
し
、
大
量
の
原
油
が
流
出
し
、
こ
れ
に
よ
る
海
洋
汚

染
が
イ
ギ
リ
ス
の
み
な
ら
ず
フ
ラ
ン
ス
に
も
及
ん
だ
と
い
う
油
濁
事
故
）
を
受
け
て
、
一
九
六
九
年
に
、
油
に
よ
る
汚
染
損
害
に
つ
い
て

の
民
事
責
任
に
関
す
る
国
際
条
約
（
後
述
）
お
よ
び
油
に
よ
る
汚
染
を
伴
う
事
故
の
場
合
に
お
け
る
公
海
上
の
措
置
に
関
す
る
国
際

条
約
（
油
濁
公
海
措
置
条
約
）
が
採
択
さ
れ
た
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
後
者
の
油
濁
公
海
措
置
条
約
は
、
沿
岸
国
が
、
油
に
よ
る
海

洋
の
汚
染
ま
た
は
そ
の
お
そ
れ
か
ら
生
ず
る
重
大
な
か
つ
急
迫
し
た
危
険
を
防
止
し
、
軽
減
し
ま
た
は
除
去
す
る
た
め
必
要
な
措
置

を
公
海
上
で
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
同
条
約
一
条
一
）。
我
が
国
は
、
前
者
の
条
約
に
つ
い
て
は
一
九
七
六
年
に
、

後
者
の
条
約
に
つ
い
て
は
一
九
七
一
年
に
そ
れ
ぞ
れ
加
入
し
た
。
そ
し
て
、
Ｏ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｏ
Ｌ
条
約
の
一
九
六
九
年
改
正
に
伴
い
、
規

制
対
象
船
舶
、
規
制
対
象
油
や
規
制
対
象
海
域
の
拡
大
等
の
た
め
、
一
九
七
〇
年
の
公
害
国
会
に
お
い
て
、
一
四
の
公
害
関
連
法
の
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制
定
・
改
正
の
一
つ
と
し
て
、
海
洋
汚
染
防
止
法
が
制
定
さ
れ
た
（
こ
れ
に
よ
り
海
水
油
濁
防
止
法
は
廃
止
さ
れ
た
）。

ま
た
、
一
九
七
六
年
に
は
、
一
九
七
四
年
の
第
拾
雄
洋
丸
事
故
を
受
け
て
、
海
上
災
害
の
防
止
措
置
や
油
回
収
船
等
の
配
備
義
務

等
を
定
め
る
た
め
の
改
正
が
行
わ
れ
、
法
律
名
も
海
洋
汚
染
防
止
法
か
ら
、
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
に
改

め
ら
れ
た
。

さ
ら
に
、
廃
棄
物
の
海
洋
投
棄
を
規
制
す
る
た
め
、
一
九
七
二
年
に
廃
棄
物
そ
の
他
の
物
の
投
棄
に
よ
る
海
洋
汚
染
の
防
止
に
関

す
る
条
約
（
以
下
「
ロ
ン
ド
ン
海
洋
投
棄
条
約
」
と
い
う
）
が
採
択
さ
れ
、
我
が
国
は
、
一
九
八
〇
年
に
こ
れ
に
加
入
し
、
同
年
に
海

洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
を
改
正
し
た
。

海
洋
汚
染
防
止
の
た
め
の
国
際
条
約
と
し
て
前
記
以
外
で
重
要
な
も
の
は
、
一
九
七
三
年
の
船
舶
に
よ
る
汚
染
防
止
の
た
め
の
国

際
条
約
で
あ
る
。
こ
れ
は
海
洋
汚
染
防
止
の
た
め
の
包
括
的
な
規
制
を
行
う
条
約
で
あ
る
が
、
一
九
七
三
年
に
採
択
さ
れ
た
後
の

一
九
七
六
年
か
ら
一
九
七
七
年
に
、
一
連
の
タ
ン
カ
ー
事
故
が
発
生
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
同
条
約
に
関
す
る
一
九
七
八
年
の
議
定

書
が
採
択
さ
れ
た
（
一
九
七
三
年
条
約
と
一
九
七
八
年
議
定
書
を
一
体
化
し
て
、「
Ｍ
Ａ
Ｒ
Ｐ
Ｏ
Ｌ
七
三
／
七
八
条
約
」
と
呼
ば
れ
る
）。
同

条
約
は
、
①
油
汚
染
の
防
止
（
附
属
書
Ⅰ
（
一
九
八
三
年
発
効
））、
②
ば
ら
積
み
の
有
害
液
体
物
質
に
よ
る
汚
染
の
管
理
（
附
属
書
Ⅱ

（
一
九
八
三
年
発
効
））、
③
梱
包
さ
れ
た
状
態
で
海
上
輸
送
さ
れ
る
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
の
防
止
（
附
属
書
Ⅲ
（
一
九
九
二
年
発
効
））、

④
船
舶
か
ら
の
汚
水
に
よ
る
汚
染
の
防
止
（
附
属
書
Ⅳ
（
二
〇
〇
三
年
発
効
））、
⑤
船
舶
か
ら
の
廃
棄
物
に
よ
る
汚
染
の
防
止
（
附
属

書
Ⅴ
（
一
九
八
八
年
発
効
））、
⑥
船
舶
か
ら
の
大
気
汚
染
の
防
止
（
附
属
書
Ⅵ
（
一
九
九
七
年
議
定
書
・
二
〇
〇
五
年
発
効
））
に
つ
い
て

規
制
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
（

）。
我
が
国
は
、
一
九
八
三
年
に
Ｍ
Ａ
Ｒ
Ｐ
Ｏ
Ｌ
七
三
／
七
八
条
約
を
批
准
し
、
そ
れ
に
伴
い
同
年
に
海

10

洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
を
改
正
し
た
。

さ
ら
に
、
一
九
八
九
年
の
エ
ク
ソ
ン
・
バ
ル
デ
ィ
ー
ズ
号
事
件
（
一
九
八
九
年
三
月
に
タ
ン
カ
ー
・
エ
ク
ソ
ン
・
バ
ル
デ
ィ
ー
ズ
号
が

ア
ラ
ス
カ
の
プ
リ
ン
ス
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
湾
に
お
い
て
座
礁
し
約
四
一
〇
〇
万
リ
ッ
ト
ル
の
原
油
が
流
出
し
た
と
い
う
事
故
）
を
受
け
て
、
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一
九
九
〇
年
に
油
に
よ
る
汚
染
に
係
る
準
備
、
対
応
お
よ
び
協
力
に
関
す
る
国
際
条
約
が
採
択
さ
れ
た
。
我
が
国
は
一
九
九
五
年
に

こ
れ
を
批
准
し
、
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
を
改
正
し
た
。

二
〇
〇
四
年
の
改
正
に
よ
り
、
船
舶
か
ら
の
排
出
ガ
ス
に
よ
る
大
気
汚
染
の
防
止
な
ど
も
規
制
す
る
こ
と
と
し
た
こ
と
か
ら
、
法

律
名
に
海
洋
汚
染
「
等
」
が
加
わ
り
、
現
在
の
法
律
名
で
あ
る
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
と
な
っ
た
。

同
法
は
国
際
条
約
の
成
立
等
に
伴
っ
て
上
記
の
他
に
も
数
次
に
亘
り
改
正
さ
れ
た
が
、
近
年
の
主
た
る
改
正
点
と
し
て
は
、
二
〇

〇
七
年
に
、
ロ
ン
ド
ン
海
洋
投
棄
条
約
に
係
る
一
九
九
六
年
議
定
書
の
実
施
等
に
伴
い
廃
棄
物
等
の
海
底
下
へ
の
廃
棄
を
原
則
禁
止

す
る
と
と
も
に
（
同
法
一
八
条
の
七
）、
特
定
二
酸
化
炭
素
ガ
ス
の
海
底
下
廃
棄
に
係
る
許
可
制
度
を
創
設
す
る
（
同
法
一
八
条
の
八
）

等
の
改
正
が
行
わ
れ
た
（

）。
ま
た
、
二
〇
一
〇
年
に
は
、
Ｍ
Ａ
Ｒ
Ｐ
Ｏ
Ｌ
七
三
／
七
八
条
約
に
係
る
附
属
書
Ⅰ
お
よ
び
附
属
書
Ⅵ
の
一

11

部
改
正
に
伴
い
、
南
極
海
域
に
お
け
る
重
質
油
の
積
載
や
貨
物
油
の
船
舶
間
積
替
え
に
関
す
る
規
制
（
附
属
書
Ⅰ
関
連
）
お
よ
び
窒

素
酸
化
物
規
制
対
象
原
動
機
の
追
加
等
（
附
属
書
Ⅵ
関
連
）
に
関
す
る
規
制
に
つ
い
て
改
正
が
行
わ
れ
た
（

）。
12

㈡

油
濁
事
故
が
生
じ
た
場
合
の
規
制

油
濁
事
故
が
生
じ
た
場
合
、
海
洋
汚
染
防
止
法
は
、
い
か
な
る
者
に
対
し
て
い
か
な
る
義
務
を
課
し
て
い
る
の
か
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
同
法
に
、
油
の
排
出
の
通
報
（

）、
応
急
措
置
・
防
除
措
置
、
排
出
特
定
油
の
防
除
の
た
め
の
資
材
の
備
え
付
け
（

）、
油
回
収
船
等

13

14

の
配
備
（

）、
油
濁
防
止
緊
急
措
置
手
引
書
の
作
成
・
備
え
付
け
（

）等
に
関
す
る
規
定
が
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
特
に
重
要
な
の
は
応
急
措

15

16

置
・
防
除
措
置
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
海
洋
汚
染
防
止
法
三
九
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
大
量
の
油
（

）の
排
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
以
下
の
者
は
、
直
ち
に
、
排
出

17

さ
れ
た
油
の
広
が
り
お
よ
び
引
き
続
く
油
の
排
出
の
防
止
な
ら
び
に
排
出
さ
れ
た
油
の
除
去
（
以
下
「
排
出
油
の
防
除
」
と
い
う
）
の

た
め
の
応
急
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
①
排
出
さ
れ
た
油
が
積
載
さ
れ
て
い
た
船
舶
の
船
長
、
②
当
該
油
が
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管
理
さ
れ
て
い
た
施
設
の
管
理
者
、
③
船
舶
内
に
あ
る
者
お
よ
び
施
設
の
従
業
者
で
あ
る
者
以
外
の
者
で
当
該
油
の
排
出
の
原
因
と

な
る
行
為
を
し
た
者
（
そ
の
者
が
船
舶
内
に
あ
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
船
舶
の
船
長
）
で
あ
る
。
③
の
原
因
者
の
過
失
の
有
無
は
問

わ
れ
て
い
な
い
。
応
急
措
置
の
具
体
例
と
し
て
は
、
オ
イ
ル
フ
ェ
ン
ス
の
展
張
そ
の
他
の
排
出
さ
れ
た
油
の
広
が
り
の
防
止
の
た
め

の
措
置
、
損
壊
箇
所
の
修
理
そ
の
他
の
引
き
続
く
油
の
排
出
の
防
止
の
た
め
の
措
置
、
排
出
さ
れ
た
油
が
積
載
さ
れ
て
い
た
船
舶
の

他
の
貨
物
艙
そ
の
他
の
貯
槽
へ
の
残
っ
て
い
る
油
の
移
替
え
、
排
出
さ
れ
た
油
の
回
収
、
油
処
理
剤
そ
の
他
の
薬
剤
の
散
布
に
よ
る

排
出
さ
れ
た
油
の
処
理
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
同
法
施
行
規
則
三
一
条
）。
応
急
措
置
義
務
違
反
に
対
し
て
は
、
罰
則
（
一
〇
〇
〇
万

円
以
下
の
罰
金
）
が
規
定
さ
れ
て
い
る
（
同
法
五
五
条
一
項
一
二
号
）。

ま
た
同
法
三
九
条
二
項
に
よ
れ
ば
、
大
量
の
油
の
排
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
上
記
①
な
い
し
③
の
者
が
講
ず
る
応
急
措
置
の
み
に

よ
っ
て
確
実
に
排
出
油
の
防
除
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
以
下
の
者
は
、
排
出
油
の
防
除
の
た
め
必
要
な
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
以
下
「
防
除
措
置
」
と
い
う
）。
す
な
わ
ち
、
④
排
出
さ
れ
た
油
が
積
載
さ
れ
て
い
た
船
舶
の
船
舶
所
有
者
（

）、
18

⑤
当
該
油
が
管
理
さ
れ
て
い
た
施
設
の
設
置
者
、
⑥
当
該
油
の
排
出
の
原
因
と
な
る
行
為
を
し
た
者
の
使
用
者
（
当
該
原
因
者
が
船

舶
の
乗
組
員
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
船
舶
の
船
舶
所
有
者
）
で
あ
る
。
応
急
措
置
義
務
違
反
と
異
な
り
、
防
除
措
置
義
務
違
反
に
対
し

て
は
、
罰
則
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
（

）。
19

防
除
措
置
の
具
体
例
と
し
て
は
、
上
記
応
急
措
置
の
具
体
例
の
他
に
、
他
の
船
舶
の
貨
物
艙
そ
の
他
の
貯
槽
ま
た
は
他
の
施
設
の

貯
槽
へ
の
残
っ
て
い
る
油
の
移
替
え
、
排
出
さ
れ
た
油
（
特
定
油
を
除
く
）
の
蒸
発
も
し
く
は
分
解
の
促
進
ま
た
は
蒸
発
の
抑
制
、

排
出
さ
れ
た
油
に
よ
る
汚
染
状
況
の
把
握
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
同
法
施
行
規
則
三
二
条
一
項
）。

④
な
い
し
⑥
の
者
が
防
除
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
（

）、
海
上
保
安
庁
長
官
は
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
て
、
防

20

除
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
（
海
洋
汚
染
防
止
法
三
九
条
三
項
）。
命
令
違
反
に
対
し
て
は
、
応
急
措
置
義
務

違
反
と
同
様
に
罰
則
（
一
〇
〇
〇
万
円
以
下
の
罰
金
）
が
規
定
さ
れ
て
い
る
（
同
法
五
五
条
一
項
一
三
号
）。
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こ
れ
を
本
件
事
例
に
あ
て
は
め
て
検
討
す
る
と
、
排
出
さ
れ
た
油
が
積
載
さ
れ
て
い
た
Ａ
船
の
船
長
は
、
排
出
油
の
防
除
の
た
め

の
応
急
措
置
を
講
じ
る
義
務
を
負
う
（
海
洋
汚
染
防
止
法
三
九
条
一
項
一
号
）。
ま
た
、
Ａ
船
と
Ｂ
船
の
衝
突
に
よ
っ
て
Ａ
船
か
ら
油

が
排
出
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
Ｂ
船
も
油
排
出
の
原
因
を
な
し
て
い
る
。
か
か
る
原
因
と
な
る
行
為
を
し
た
者
が
船
舶
内

に
あ
る
場
合
に
は
、
Ｂ
船
の
船
長
が
原
因
者
と
し
て
排
出
油
の
防
除
の
た
め
の
応
急
措
置
を
講
じ
る
義
務
を
負
う
（
同
条
一
項
二
号
）。

Ａ
船
の
船
長
が
応
急
措
置
を
講
じ
た
と
し
て
も
Ｂ
船
の
船
長
の
応
急
措
置
義
務
が
免
ぜ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（

）。
21

こ
れ
ら
の
者
が
講
ず
る
応
急
措
置
の
み
に
よ
っ
て
確
実
に
排
出
油
の
防
除
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
Ａ
船
の
船
舶

所
有
者
は
防
除
措
置
を
講
じ
る
義
務
を
負
う
（
同
条
二
項
一
号
）。
Ａ
船
に
衝
突
し
た
Ｂ
船
の
船
員
が
油
の
排
出
の
原
因
者
で
あ
る
と

い
う
場
合
に
は
、
Ｂ
船
の
船
舶
所
有
者
も
防
除
措
置
を
講
じ
る
義
務
を
負
う
（
同
条
項
三
号
）。

㈢

応
急
措
置
・
防
除
措
置
に
伴
う
費
用
負
担

上
記
の
義
務
者
が
応
急
措
置
・
防
除
措
置
を
講
じ
た
場
合
、
当
該
措
置
に
伴
い
発
生
す
る
費
用
は
、
こ
れ
ら
の
者
が
負
担
す
べ
き

こ
と
に
な
ろ
う
。
両
船
の
船
舶
所
有
者
が
共
に
防
除
措
置
を
講
じ
た
場
合
の
費
用
分
担
に
つ
い
て
は
、
過
失
の
割
合
や
損
害
発
生
へ

の
寄
与
度
に
応
じ
て
按
分
し
て
負
担
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
（
後
述
）。

海
上
保
安
庁
長
官
は
、
上
記
の
義
務
者
が
応
急
措
置
・
防
除
措
置
を
講
ぜ
ず
、
ま
た
は
こ
れ
ら
の
者
が
講
ず
る
措
置
の
み
に
よ
っ

て
は
海
洋
の
汚
染
を
防
止
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
排
出
さ
れ
た
油
の
除
去
、
排
出
の
お
そ
れ
が
あ
る

油
の
抜
取
り
そ
の
他
の
海
洋
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
当
該
措
置
に
要
し
た
費
用
（

）に
つ
い
て
、
当

22

該
排
出
さ
れ
た
油
ま
た
は
排
出
の
お
そ
れ
が
あ
る
油
が
積
載
さ
れ
て
い
た
船
舶
の
船
舶
所
有
者
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
（
海

洋
汚
染
防
止
法
四
一
条
一
項
）。
た
だ
し
、
異
常
な
天
災
地
変
、
社
会
的
動
乱
、
ま
た
は
専
ら
第
三
者
が
大
量
の
油
を
排
出
さ
せ
る
こ

と
を
意
図
し
て
行
っ
た
作
為
ま
た
は
不
作
為
に
よ
っ
て
（
海
洋
汚
染
防
止
法
施
行
規
則
三
七
条
）、
当
該
油
が
排
出
さ
れ
た
と
き
等
は
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こ
の
限
り
で
は
な
い
（
海
洋
汚
染
防
止
法
四
一
条
一
項
但
書
）。
当
該
費
用
の
徴
収
は
、
行
政
代
執
行
法
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
か
ら

（
同
条
二
項
）、
海
上
保
安
庁
長
官
が
当
該
措
置
を
代
執
行
し
、
こ
れ
に
要
し
た
費
用
を
同
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
徴
収
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

ま
た
、
海
上
保
安
庁
長
官
は
、
上
記
の
義
務
者
が
応
急
措
置
・
防
除
措
置
を
講
ぜ
ず
、
ま
た
は
こ
れ
ら
の
者
が
講
ず
る
措
置
の
み

に
よ
っ
て
は
海
洋
の
汚
染
を
防
止
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
等
の
場
合
に
お
い
て
、
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、

関
係
行
政
機
関
の
長
ま
た
は
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
等
（
以
下
「
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
等
」
と
い
う
）
に
対
し
て
、
排
出
さ
れ

た
油
の
除
去
、
排
出
の
お
そ
れ
が
あ
る
油
の
抜
取
り
そ
の
他
の
海
洋
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
要
請

す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
法
四
一
条
の
二
）。
そ
し
て
、
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
等
は
、
海
上
保
安
庁
長
官
が
要
請
し
た
措
置
を
講

じ
た
と
き
は
、
当
該
措
置
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
、
当
該
排
出
さ
れ
た
油
ま
た
は
排
出
の
お
そ
れ
が
あ
る
油
が
積
載
さ
れ
て
い
た

船
舶
の
船
舶
所
有
者
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
法
四
一
条
の
三
第
一
項
）。
異
常
な
天
災
地
変
等
に
よ
る
免
責
に
つ
い
て
は

先
と
同
様
で
あ
る
（
同
条
項
但
書
）。

そ
う
す
る
と
、
同
法
四
一
条
一
項
お
よ
び
四
一
条
の
三
第
一
項
の
も
と
で
は
、
燃
料
油
が
流
出
し
た
Ａ
船
の
船
舶
所
有
者
に
費
用

負
担
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
Ａ
船
に
衝
突
し
た
Ｂ
船
の
船
舶
所
有
者
に
は
費
用
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
立
法
論
と
し
て
は
、
防
除
措
置
義
務
を
負
う
Ｂ
船
の
船
舶
所
有
者
（
同
法
三
九
条
二
項
三
号
）
に
も
費
用
負
担
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
と
い
う
考
え
も
あ
り
得
よ
う
。

海
洋
汚
染
防
止
法
に
基
づ
く
応
急
措
置
や
防
除
措
置
に
伴
い
発
生
す
る
費
用
は
、
油
濁
損
害
賠
償
法
の
一
般
船
舶
油
濁
損
害
に
該

当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
ほ
か
船
主
責
任
制
限
法
の
適
否
も
問
題
と
な
る
が
、
こ
の
点
は
後
述
す
る
。
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三

油
濁
損
害
賠
償
法
に
基
づ
く
私
法
上
の
法
律
関
係

㈠

燃
料
油
に
よ
る
汚
染
損
害
に
つ
い
て
の
民
事
責
任
に
関
す
る
国
際
法
制
の
概
要
（

）
23

船
舶
起
因
の
油
に
よ
る
海
洋
汚
染
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
法
的
対
応
と
し
て
重
要
な
の
は
、
被
害
を
被
っ
た
油
濁
被
害
者
に
対

す
る
適
正
な
賠
償
を
確
保
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
タ
ン
カ
ー
に
起
因
す
る
場
合
と
一
般
船
舶
に
起
因
す
る
場
合
に
分
け
ら

れ
る
が
、
前
者
の
場
合
に
は
、
油
に
よ
る
汚
染
損
害
に
つ
い
て
の
民
事
責
任
に
関
す
る
国
際
条
約
（

）（
以
下
「
Ｃ
Ｌ
Ｃ
」
と
い
う
。
一
九

24

六
九
年
に
当
初
成
立
し
た
同
条
約
と
一
九
九
二
年
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
そ
れ
と
を
区
別
す
る
場
合
に
は
、
以
下
そ
れ
ぞ
れ
「
六
九
Ｃ

Ｌ
Ｃ
」、「
九
二
Ｃ
Ｌ
Ｃ
」
と
い
う
）
お
よ
び
油
に
よ
る
汚
染
損
害
の
補
償
の
た
め
の
国
際
基
金
の
設
立
に
関
す
る
国
際
条
約
（

）（
以
下

25

「
Ｆ
Ｃ
」
と
い
う
。
一
九
七
一
年
に
当
初
成
立
し
た
同
条
約
と
一
九
九
二
年
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
そ
れ
と
を
区
別
す
る
場
合
に
は
、

以
下
そ
れ
ぞ
れ
「
七
一
Ｆ
Ｃ
」、「
九
二
Ｆ
Ｃ
」
と
い
う
）
な
ら
び
に
Ｃ
Ｌ
Ｃ
・
Ｆ
Ｃ
の
国
内
法
で
あ
る
油
濁
損
害
賠
償
法
三
条
以
下
が
、

タ
ン
カ
ー
所
有
者
の
賠
償
責
任
を
規
定
し
て
い
る
（

）。
こ
れ
ら
の
条
約
お
よ
び
法
律
は
、
貨
物
と
し
て
の
ば
ら
積
み
の
油
の
み
な
ら
ず

26

燃
料
油
に
よ
る
汚
染
損
害
も
対
象
と
し
て
い
る
が
、
対
象
船
舶
は
タ
ン
カ
ー
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
タ
ン
カ
ー
以
外
の

船
舶
か
ら
流
出
ま
た
は
排
出
さ
れ
る
燃
料
油
に
よ
る
汚
染
損
害
の
賠
償
に
つ
い
て
は
、
Ｃ
Ｌ
Ｃ
・
Ｆ
Ｃ
を
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、

か
か
る
燃
料
油
に
よ
る
汚
染
損
害
を
被
っ
た
油
濁
被
害
者
の
保
護
を
図
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
油
濁
被
害
者
に

対
す
る
適
正
、
迅
速
か
つ
効
果
的
な
賠
償
の
確
保
を
目
的
と
し
て
、
二
〇
〇
一
年
三
月
に
燃
料
油
に
よ
る
汚
染
損
害
に
つ
い
て
の
民

事
責
任
に
関
す
る
国
際
条
約
（
以
下
「
バ
ン
カ
ー
条
約
」
と
い
う
）
が
採
択
さ
れ
た
（

）。
同
条
約
は
二
〇
〇
八
年
一
一
月
に
発
効
し
た
。

27

我
が
国
は
、
最
終
確
認
時
点
（
二
〇
一
一
年
一
〇
月
三
一
日
）
に
お
い
て
同
条
約
を
批
准
し
て
お
ら
ず
今
後
批
准
す
る
か
ど
う
か
は
必

ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
二
〇
〇
四
年
四
月
に
油
濁
損
害
賠
償
法
を
改
正
し
て
、
独
自
に
タ
ン
カ
ー
以
外
の
一
般
船
舶
か
ら
流

出
ま
た
は
排
出
さ
れ
る
燃
料
油
に
よ
る
汚
染
損
害
の
賠
償
制
度
を
規
定
し
た
（

）。
28
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バ
ン
カ
ー
条
約
の
制
度
内
容
は
Ｃ
Ｌ
Ｃ
の
そ
れ
と
共
通
し
て
い
る
点
が
多
々
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
責
任
当
事
者
（
船
舶
所
有

者
、
裸
傭
船
者
、
管
理
人
お
よ
び
運
航
者
（
同
条
約
一
条
三
項
（

）））
は
、
燃
料
油
に
よ
る
汚
染
損
害
に
つ
い
て
厳
格
責
任
を
負
い
（
同
条

29

約
三
条
一
項
）、
二
以
上
の
船
舶
を
伴
う
事
故
に
よ
り
生
じ
た
合
理
的
に
分
割
で
き
な
い
汚
染
損
害
の
全
体
に
つ
い
て
連
帯
責
任
を

負
う
（
同
条
約
五
条
）。
免
責
事
由
の
内
容
も
Ｃ
Ｌ
Ｃ
と
同
様
で
あ
る
（
同
条
約
三
条
三
項
お
よ
び
四
項
）。
地
理
的
適
用
範
囲
も
Ｃ
Ｌ

Ｃ
と
同
様
で
あ
る
（
同
条
約
二
条
）。
強
制
保
険
の
制
度
も
存
在
す
る
（
同
条
約
七
条
（

））。
Ｃ
Ｌ
Ｃ
（
九
二
Ｃ
Ｌ
Ｃ
七
条
八
項
）
の
下
で

30

も
バ
ン
カ
ー
条
約
（
七
条
一
〇
項
）
の
下
で
も
保
険
者
等
に
対
し
て
直
接
損
害
賠
償
請
求
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
Ｃ
Ｌ
Ｃ
の
下
で

は
前
記
の
と
お
り
対
象
船
舶
は
タ
ン
カ
ー
を
前
提
と
す
る
が
、
バ
ン
カ
ー
条
約
の
下
で
は
対
象
船
舶
は
タ
ン
カ
ー
に
限
ら
れ
ず
そ
れ

以
外
の
船
舶
も
含
ま
れ
る
（
バ
ン
カ
ー
条
約
一
条
一
項
）（
た
だ
し
、
タ
ン
カ
ー
に
よ
る
汚
染
損
害
に
つ
い
て
は
、
Ｃ
Ｌ
Ｃ
が
適
用
さ
れ
、

バ
ン
カ
ー
条
約
は
適
用
さ
れ
な
い
（
同
条
約
四
条
一
項
））。
ま
た
、
責
任
制
限
制
度
も
存
在
す
る
が
、
Ｃ
Ｌ
Ｃ
の
場
合
に
は
同
条
約
の

中
に
タ
ン
カ
ー
に
固
有
の
責
任
制
限
制
度
が
存
在
す
る
の
に
対
し
て
（
九
二
Ｃ
Ｌ
Ｃ
五
条
）、
バ
ン
カ
ー
条
約
の
場
合
に
は
、
固
有
の

責
任
制
限
制
度
で
は
な
く
、
国
内
制
度
ま
た
は
一
九
七
六
年
海
事
債
権
に
つ
い
て
の
責
任
の
制
限
に
関
す
る
国
際
条
約
と
い
っ
た
国

際
制
度
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
（
バ
ン
カ
ー
条
約
六
条
）。
さ
ら
に
、
Ｃ
Ｌ
Ｃ
・
Ｆ
Ｃ
に
基
づ
く
タ
ン
カ
ー
に
係
る
国
際
的
油
濁
賠
償
・

補
償
制
度
と
大
き
く
異
な
る
の
は
、
バ
ン
カ
ー
条
約
に
は
Ｆ
Ｃ
の
よ
う
な
補
償
基
金
の
制
度
が
存
在
し
な
い
こ
と
で
あ
る
（

）（
Ｃ
Ｌ

31

Ｃ
・
Ｆ
Ｃ
、
バ
ン
カ
ー
条
約
お
よ
び
油
濁
損
害
賠
償
法
の
比
較
表
に
つ
い
て
は
後
記
の
と
お
り
で
あ
る
）。

㈡

一
般
船
舶
油
濁
損
害
に
つ
い
て
の
民
事
責
任
に
関
す
る
国
内
法
制
の
概
要

ⅰ

改
正
の
背
景

我
が
国
に
お
い
て
は
、
前
記
の
よ
う
に
、
二
〇
〇
四
年
の
改
正
に
よ
っ
て
、
一
般
船
舶
油
濁
損
害
の
賠
償
制
度
が
規
定
さ
れ
る
に
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至
っ
た
（
油
濁
損
害
賠
償
法
三
九
条
の
二
以
下
）。
改
正
の
背
景
に
つ
い
て
は
、「
我
が
国
沿
岸
で
は
、
タ
ン
カ
ー
以
外
の
船
舶
に
よ
る

油
濁
損
害
の
賠
償
や
座
礁
し
た
船
舶
の
撤
去
が
適
切
に
行
わ
れ
な
い
事
故
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
新
た
に
油
濁
損
害
の
賠
償

等
に
係
る
保
障
契
約
の
締
結
を
義
務
付
け
る
こ
と
に
よ
り
被
害
者
保
護
を
充
実
さ
せ
る
た
め
（

）」
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

32

ⅱ

責
任
当
事
者

同
制
度
の
下
で
、
責
任
当
事
者
た
る
一
般
船
舶
の
船
舶
所
有
者
お
よ
び
船
舶
賃
借
人
（

）（
同
法
二
条
五
号
の
二
、
以
下
「
一
般
船
舶
所

33

有
者
等
」
と
い
う
）
は
一
般
船
舶
油
濁
損
害
に
つ
い
て
賠
償
責
任
を
負
う
（
油
濁
損
害
賠
償
法
三
九
条
の
二
第
一
項
（

））。
一
般
船
舶
と
は
、

34

旅
客
ま
た
は
ば
ら
積
み
の
油
以
外
の
貨
物
そ
の
他
の
物
品
の
海
上
輸
送
の
た
め
の
船
舟
類
（
ろ
か
い
ま
た
は
主
と
し
て
ろ
か
い
を
も
っ

て
運
転
す
る
も
の
を
除
く
）
を
い
う
（
同
法
二
条
四
号
の
二
）。
船
舶
所
有
者
と
は
船
舶
の
所
有
者
と
し
て
登
録
を
受
け
て
い
る
者
（
当

該
登
録
を
受
け
て
い
る
者
が
い
な
い
時
は
、
船
舶
を
所
有
す
る
者
）
を
い
う
（
同
法
二
条
五
号
参
照
）。

ⅲ

責
任
原
理
と
免
責
事
由

同
法
三
九
条
の
二
第
一
項
は
、
一
般
船
舶
油
濁
損
害
の
賠
償
責
任
に
つ
い
て
故
意
・
過
失
を
問
題
と
し
て
い
な
い
の
で
、
一
般
船

舶
所
有
者
等
に
対
す
る
厳
格
責
任
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
同
条
項
お
よ
び
同
二
項
は
、
一
般
船
舶
所
有
者
等
の
連
帯
責

任
も
規
定
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
同
条
項
一
号
な
い
し
四
号
は
、
当
該
一
般
船
舶
油
濁
損
害
が
、
①
戦
争
、
内
乱
ま
た
は
暴
動
に
よ

り
生
じ
た
場
合
（
一
号
）、
②
異
常
な
天
災
地
変
に
よ
り
生
じ
た
場
合
（
二
号
）、
③
専
ら
当
該
一
般
船
舶
所
有
者
等
お
よ
び
そ
の
使

用
す
る
者
以
外
の
者
の
悪
意
に
よ
り
生
じ
た
場
合
（
三
号
）、
④
専
ら
国
ま
た
は
公
共
団
体
の
航
路
標
識
ま
た
は
交
通
整
理
の
た
め

の
信
号
施
設
の
管
理
の
瑕
疵
に
よ
り
生
じ
た
場
合
（
四
号
）
に
つ
い
て
の
免
責
を
規
定
し
て
い
る
。

ⅳ

責
任
制
限

責
任
制
限
に
つ
い
て
は
、
バ
ン
カ
ー
条
約
と
同
様
、
責
任
制
限
の
内
容
に
つ
い
て
固
有
の
規
定
を
置
い
て
お
ら
ず
、
船
主
責
任
制

限
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
し
て
い
る
（
油
濁
損
害
賠
償
法
三
九
条
の
三
）。
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ⅴ

賠
償
範
囲

油
濁
損
害
の
賠
償
範
囲
は
、
不
法
行
為
法
の
一
般
原
則
に
基
づ
き
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
油
濁
損
害
賠
償
法
二
条
七
号
の

二
は
一
般
船
舶
油
濁
損
害
に
つ
い
て
、
一
般
船
舶
か
ら
流
出
し
ま
た
は
排
出
さ
れ
た
燃
料
油
に
よ
る
汚
染
に
よ
り
生
ず
る
我
が
国
の

領
域
内
ま
た
は
排
他
的
経
済
水
域
内
に
お
け
る
損
害
（
同
号
イ
）
な
ら
び
に
当
該
損
害
の
原
因
と
な
る
事
実
が
生
じ
た
後
に
そ
の
損

害
を
防
止
し
ま
た
は
軽
減
す
る
た
め
に
執
ら
れ
る
相
当
の
措
置
に
要
す
る
費
用
お
よ
び
そ
の
措
置
に
よ
り
生
ず
る
損
害
（
同
号
ロ
）、

と
規
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
タ
ン
カ
ー
油
濁
損
害
（
油
濁
損
害
賠
償
法
二
条
六
号
）
と
同
様
（

）、
汚
染
損
害
な
い
し
は
防
止
軽
減
措
置
（

）に

35

36

該
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
燃
料
油
に
よ
る
汚
染
に
よ
り
生
じ
た
損
害
で
あ
る
こ
と
、
後
者
に
つ
い
て
は
損
害
を
防

止
・
軽
減
す
る
た
め
に
必
要
か
つ
相
当
と
い
え
る
措
置
で
あ
る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。
一
般
船
舶
油
濁
損
害
の
賠
償
範
囲
を
判
断

す
る
に
当
た
っ
て
は
当
該
文
言
を
十
分
参
酌
す
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
損
害
防
止
軽
減
措
置
に
係
る
費
用
に
つ
い
て
そ
の
賠
償
範
囲

を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
必
要
性
お
よ
び
相
当
性
が
重
要
な
基
準
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
油
濁
損
害
に
該
当
す
る
も
の
の
具

体
例
と
し
て
は
、
損
害
防
止
軽
減
措
置
に
係
る
費
用
（
例
え
ば
、
オ
イ
ル
フ
ェ
ン
ス
の
展
張
、
油
処
理
剤
の
散
布
、
残
っ
て
い
る
油
の
移

し
替
え
、
油
の
回
収
に
係
る
費
用
が
考
え
ら
れ
る
）、
財
産
損
害
（
例
え
ば
、
油
に
よ
り
汚
れ
た
船
体
、
漁
具
な
ど
の
清
掃
・
修
繕
・
交
換
に

係
る
費
用
が
考
え
ら
れ
る
（

））、
間
接
損
失
（
例
え
ば
、
漁
業
者
の
漁
具
が
油
に
よ
り
汚
れ
、
当
該
漁
具
を
清
掃
あ
る
い
は
取
り
換
え
る
間
、
漁

37

が
で
き
な
く
な
っ
た
と
い
う
場
合
に
お
け
る
そ
の
間
の
収
入
の
喪
失
が
考
え
ら
れ
る
（

））、
純
経
済
的
損
失
（
例
え
ば
、
漁
業
者
の
漁
具
は
汚
染

38

さ
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
油
濁
事
故
に
よ
り
漁
場
が
汚
染
さ
れ
漁
に
出
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
収
入
の
喪
失
や
汚
染
さ
れ
た

海
浜
付
近
に
お
け
る
ホ
テ
ル
あ
る
い
は
レ
ス
ト
ラ
ン
の
経
営
者
が
汚
染
の
間
の
客
数
の
減
少
に
よ
り
被
っ
た
収
入
の
喪
失
が
考
え
ら
れ
る
（

））
を

39

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
タ
ン
カ
ー
油
濁
損
害
に
つ
い
て
は
、
タ
ン
カ
ー
所
有
者
に
よ
る
賠
償
の
み
な
ら
ず
（
油
濁
損
害
賠

償
法
三
条
）、
国
際
油
濁
補
償
基
金
に
よ
る
補
償
が
な
さ
れ
得
る
（
油
濁
損
害
賠
償
法
二
二
条
お
よ
び
三
〇
条
の
二
）。
そ
の
た
め
、
Ｆ

Ｃ
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
国
際
油
濁
補
償
基
金
の
発
行
す
る
請
求
の
手
引
き
（

）に
従
っ
て
実
務
上
は
基
金
に
よ
る
補
償
の
範
囲
が
決
せ

40
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ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
（

）。
他
方
、
一
般
船
舶
油
濁
損
害
に
つ
い
て
は
国
際
油
濁
補
償
基
金
に
よ
る
補
償
基
金
の
制
度
は
存
在
し
な
い

41

以
上
、
請
求
の
手
引
き
が
必
ず
し
も
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
の
賠
償
範
囲
は
、
油
濁
損
害
賠
償
法
二

条
七
号
の
二
の
文
言
を
参
酌
し
つ
つ
、
最
終
的
に
は
、
個
別
具
体
的
な
事
案
ご
と
に
判
断
す
る
他
な
い
と
考
え
る
。

ⅵ

強
制
保
険

油
濁
損
害
賠
償
法
三
九
条
の
四
は
、
総
ト
ン
数
一
〇
〇
ト
ン
以
上
の
一
般
船
舶
（
外
航
船
）
に
つ
い
て
、
一
般
船
舶
油
濁
損
害
賠

償
等
保
障
契
約
（
以
下
「
保
障
契
約
」
と
い
う
）
の
締
結
を
要
求
し
、
保
障
契
約
な
し
に
、
日
本
籍
船
が
国
際
航
海
に
従
事
し
た
り

（
同
条
一
項
）、
外
国
籍
船
が
東
京
湾
、
伊
勢
湾
お
よ
び
瀬
戸
内
海
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
海
域
に
入
出
港
す
る
こ
と

（
同
条
二
項
）
を
禁
じ
て
い
る
。
ま
た
、
保
障
契
約
の
範
囲
と
し
て
は
、
一
般
船
舶
油
濁
損
害
の
み
な
ら
ず
、
一
般
船
舶
が
座
礁
、

沈
没
等
に
よ
り
日
本
の
領
域
内
に
放
置
さ
れ
た
場
合
に
こ
れ
を
撤
去
等
す
る
の
に
要
す
る
費
用
も
塡
補
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

ず
（
同
法
三
九
条
の
五
第
一
項
一
号
お
よ
び
二
号
）、
船
主
責
任
制
限
法
上
の
責
任
限
度
額
に
満
た
な
い
も
の
で
は
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
（
同
条
三
項
）。

㈢

検

討

本
件
事
例
に
お
け
る
海
洋
汚
染
防
止
法
上
の
応
急
措
置
や
防
除
措
置
に
係
る
費
用
は
、
損
害
防
止
軽
減
措
置
に
係
る
費
用
と
し
て
、

油
濁
損
害
賠
償
法
の
下
で
の
一
般
船
舶
油
濁
損
害
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
防
除
措
置
に
つ
い
て
は
、
Ａ
船
の
船
舶
所
有
者
が

海
洋
汚
染
防
止
法
三
九
条
二
項
一
号
に
基
づ
き
防
除
措
置
を
履
行
し
た
場
合
に
は
、
自
ら
に
対
し
て
損
害
賠
償
請
求
す
る
こ
と
は
考

え
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
タ
ン
カ
ー
油
濁
損
害
の
場
合
に
は
、
タ
ン
カ
ー
所
有
者
は
、
そ
の
自
発
的
に
執
っ
た
損
害
防
止
軽
減
措
置
に

係
る
費
用
お
よ
び
同
措
置
に
よ
り
生
ず
る
損
害
に
つ
い
て
制
限
債
権
を
有
す
る
も
の
と
み
な
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
責
任
制
限
手
続

（
後
述
）
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
て
（
油
濁
損
害
賠
償
法
三
六
条
）、
一
般
船
舶
油
濁
損
害
の
場
合
に
は
そ
の
よ
う
な
制
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92ＣＬＣ・ＦＣ、バンカー条約、および油濁損害賠償法の比較表

92ＣＬＣ・ＦＣ バンカー条約
油濁損害賠償法

タンカー 一般船舶
対象船舶 油タンカー（ 1条

1項）
海上航行船舶およ
び海上用舟艇（種
類を問わず）（ 1
条 1項）

ＣＬＣと同様、油
タンカー（ 2条 4
号）

旅客またはばら積み
の油以外の貨物その
他の物品の海上輸送
のための船舟類（ 2
条 4号の 2）

対象油 原油、重油、重デ
ィーゼル油、潤滑
油等の持続性炭化
水素鉱物油（燃料
油も含む）（ 1 条
5項）

燃料油（船舶の運
航または推進に使
用する炭化水素鉱
物油（潤滑油を含
む）およびその残
渣油）（ 1条 5項）

原油、重油、潤滑
油、一定の炭化水
素油（燃料油も含
む）（2条3号、施
行令 1条）

燃料油（ 2条 3号の
2）

対象損害 油の流出・排出に
よる汚染による損
失・損害、環境回
復措置費用、防止
措置費用、防止措
置による損失・損
害（ 1条 6項）

同左（ 1条 9項） 油の流出・排出に
よる汚染による損
害（ 2 条 6 号イ）
ならびに損害防止
軽減措置費用およ
び同措置による損
害（同号ロ）（文
言は異なるも、Ｃ
ＬＣの国内法であ
ることから、ＣＬ
Ｃと同様と考えら
れる）

一般船舶から流出・
排出された燃料油に
よる汚染による損害
（ 2 条 7 号の 2 イ）
ならびに損害防止軽
減措置費用および同
措置による損害（同
号ロ）

地理的適用
範囲

締約国の領域およ
び排他的経済水域
（ 2条）

同左（ 2条） 同左（2条6号イ) 日本国の領域および
排他的経済水域（ 2
条 7号の 2イ）

責任当事者 船舶所有者（ 3条
および 1条 3項）

船舶の所有者（登
録船主を含む)､裸
傭船者、管理人お
よび運航者（ 3条
および 1条 3項）

船舶所有者（ 3条
および 2条 5号）

船舶所有者および船
舶賃借人（39条の 2
および 2 条 5 号の
2）（定期傭船者に
ついては議論の余地
あり）
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92ＣＬＣ・ＦＣ バンカー条約
油濁損害賠償法

タンカー 一般船舶
責任の性質 厳格責任（ 3条 1

項）（ただし、免責
事由あり）および
連帯責任（ 4条）

同左（ 3条および
5条）

同左（ 3条 1項お
よび 2項）

同左（39条の 2）

責任制限 タンカーに固有の
責任制度あり（責
任限度額について
は 5条参照）

固有の責任制度は
なく、国内制度ま
たは1976年海事債
権責任制限条約等
の国際制度による
（ 6条）

ＣＬＣと同様、タ
ンカーに固有の責
任制度あり（責任
限度額については
6条参照）

船主責任制限法によ
る（39条の 3）

強制保険 あり（2000トンを
超えるばら積みの
油を貨物として輸
送している船舶所
有者に対して責任
限度額に満つる額
の保険等（ 7条）

あり（総トン数
1000トンを超える
船舶の所有者に対
して、責任限度額
に等しい額の保険
等（ 7条）

ＣＬＣと同様、あ
り（13条および14
条）

あり（総トン数 100
トン以上の一般船舶
について)(一般船舶
油濁損害のみならず
一般船舶が座礁・沈
没等により日本の領
域内に放置された場
合にこれを撤去等す
るのに要する費用も
塡補するものでなけ
ればならず、船主責
任制限法上の責任限
度額に満つること
（39条の4および5））

国際油濁補
償基金

あり（ＦＣおよび
2003 年 議 定 書）
（財源は油受取者
の拠出金（92ＦＣ
10条））

なし ＦＣの国内法故
に、あり（22条およ
び 30条の 2）

なし

出典：藤澤一郎「バンカー条約の発効に際して」海運 974 号（2008 年 11 月）39 頁および同「一
般貨物船等の燃料油汚染責任と船骸撤去責任に関する新たな法制」海運 923 号（2004 年８
月）49 頁の別表も参照し、筆者作成。



度
は
な
い
（
む
し
ろ
、
船
主
責
任
制
限
法
に
よ
っ
て
船
舶
所
有
者
等
の
有
す
る
債
権
は
制
限
債
権
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
（
船
主
責
任
制
限

法
三
条
一
項
四
号
五
号
））。
従
っ
て
、
Ａ
船
の
船
舶
所
有
者
は
、
自
発
的
に
防
除
措
置
を
履
行
し
た
と
し
て
も
、
責
任
制
限
手
続
に

参
加
し
て
制
限
基
金
か
ら
弁
済
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
他
方
Ｂ
船
の
船
舶
所
有
者
が
海
洋
汚
染
防
止
法
三
九
条
二
項
三
号
に

基
づ
き
防
除
措
置
を
履
行
し
た
場
合
に
は
、
同
措
置
に
係
る
費
用
は
一
般
船
舶
油
濁
損
害
に
該
当
し
、
Ａ
船
の
船
舶
所
有
者
に
対
し

て
損
害
賠
償
請
求
で
き
る
（
油
濁
損
害
賠
償
法
三
九
条
の
二
第
一
項
）。
た
だ
し
、
本
件
事
例
に
お
い
て
は
Ｂ
船
に
も
過
失
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
損
害
賠
償
の
責
任
お
よ
び
額
を
定
め
る
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
参
酌
す
る

こ
と
が
で
き
る
（
油
濁
損
害
賠
償
法
三
九
条
の
二
第
二
項
お
よ
び
同
法
四
条
）。
ま
た
、
Ｂ
船
の
船
舶
所
有
者
が
有
す
る
損
害
賠
償
請
求

権
は
船
主
責
任
制
限
法
の
責
任
制
限
に
か
か
る
も
（
油
濁
損
害
賠
償
法
三
九
条
の
三
）、
責
任
制
限
手
続
に
参
加
し
て
制
限
基
金
か
ら

弁
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

四

船
主
責
任
制
限
制
度
の
適
用
（

）
42

㈠

船
主
責
任
制
限
制
度
の
成
立
経
緯
の
概
要

油
濁
事
故
を
は
じ
め
と
し
た
海
難
事
故
が
発
生
し
た
場
合
、
船
舶
所
有
者
等
が
事
故
に
よ
り
発
生
す
る
損
害
の
賠
償
責
任
を
負
う

こ
と
が
あ
る
が
、
か
か
る
責
任
を
一
定
限
度
額
に
制
限
す
る
制
度
が
世
界
的
に
存
在
す
る
（

）。
こ
れ
は
、
船
舶
所
有
者
等
に
全
責
任
を

43

負
わ
せ
る
こ
と
は
海
運
に
係
る
商
業
活
動
を
抑
制
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
の
政
策
的
な
考
慮
に
よ
る
こ
と
等
と
さ
れ
、
そ
の
歴
史

は
中
世
に
遡
る
と
さ
れ
る
（

）。
国
際
的
に
は
、
一
九
五
七
年
海
上
航
行
船
舶
の
所
有
者
の
責
任
の
制
限
に
関
す
る
国
際
条
約
（
以
下

44

「
船
主
責
任
制
限
条
約
」
と
い
う
（

））
が
存
在
し
て
い
た
（
一
九
二
四
年
海
上
航
行
船
舶
の
責
任
制
限
に
つ
い
て
の
若
干
の
規
則
の
統
一
に
関
す

45

る
条
約
は
発
効
に
至
ら
な
か
っ
た
）。
そ
の
後
、
責
任
限
度
額
の
引
き
上
げ
等
の
部
分
的
な
変
更
の
た
め
、
船
主
責
任
制
限
条
約
に
代
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わ
り
一
九
七
六
年
に
海
事
債
権
に
係
る
責
任
の
制
限
に
関
す
る
条
約
（
以
下
「
海
事
債
権
責
任
制
限
条
約
」
と
い
う
（

））
が
成
立
し
、
同

46

条
約
は
一
九
八
六
年
一
二
月
に
発
効
し
た
（

）。
47

我
が
国
は
、
前
記
ト
リ
ー
・
キ
ャ
ニ
オ
ン
号
事
件
を
契
機
に
六
九
Ｃ
Ｌ
Ｃ
お
よ
び
七
一
Ｆ
Ｃ
が
成
立
し
た
こ
と
を
受
け
、
両
条
約

と
共
に
、
船
主
責
任
制
限
条
約
を
一
九
七
六
年
に
批
准
し
、
そ
の
国
内
法
と
し
て
そ
の
前
年
の
一
九
七
五
年
に
油
濁
損
害
賠
償
法
と

共
に
船
主
責
任
制
限
法
を
制
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、
我
が
国
は
当
初
船
主
責
任
制
限
条
約
を
批
准
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
を
批

准
す
る
に
至
っ
た
背
景
と
し
て
、
我
が
国
の
海
運
界
の
経
済
発
展
、
責
任
保
険
制
度
の
整
備
、
責
任
制
限
制
度
の
国
際
的
統
一
に
参

加
す
る
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（

）。
ま
た
、
責
任
制
限
の
態
様
は
複
数
あ
る
と
こ
ろ
、
従
前
我
が
国
は
、
船
主
が
そ
の
船
舶
等
を

48

債
権
者
に
委
付
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
責
任
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
委
付
主
義
を
採
用
し
て
い
た
が
、
船
主
責
任
制
限

条
約
の
批
准
と
船
主
責
任
制
限
法
の
制
定
に
よ
り
、
船
主
の
責
任
を
事
故
ご
と
に
船
舶
の
ト
ン
数
に
応
じ
て
一
定
の
方
式
に
よ
り
算

出
さ
れ
る
金
額
に
制
限
す
る
金
額
主
義
に
改
め
た
（

）。
次
に
、
海
事
債
権
責
任
制
限
条
約
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
は
、
一
九
八
二
年
六

49

月
に
こ
れ
を
批
准
し
た
う
え
で
、
船
主
責
任
制
限
法
を
改
正
し
た
。
さ
ら
に
、
海
事
債
権
責
任
制
限
条
約
に
係
る
一
九
九
六
年
議
定

書
（
二
〇
〇
四
年
五
月
発
効
）
に
よ
っ
て
主
と
し
て
責
任
限
度
額
の
引
き
上
げ
が
行
わ
れ
た
が
（

）、
我
が
国
は
、
二
〇
〇
六
年
五
月
に

50

同
議
定
書
に
加
入
し
、
そ
の
前
年
の
二
〇
〇
五
年
に
責
任
限
度
額
の
引
き
上
げ
等
の
た
め
に
船
主
責
任
制
限
法
を
改
正
し
た
（

）。
51

㈡

船
主
責
任
制
限
制
度
の
制
度
内
容
の
概
要

船
主
責
任
制
限
法
の
下
で
は
、
船
舶
所
有
者
等
（

）も
し
く
は
救
助
者
（

）ま
た
は
そ
の
被
用
者
等
（

）は
同
法
所
定
の
制
限
債
権
（

）に
つ
い
て
そ

52

53

54

55

の
責
任
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
法
三
条
一
項
お
よ
び
二
項
）。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
者
の
故
意
ま
た
は
損
害
の
発
生
の
お
そ

れ
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
し
た
自
己
の
無
謀
な
行
為
に
よ
り
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
は
責
任
を
制
限
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

（
同
法
三
条
三
項
）。
制
限
債
権
に
は
大
き
く
人
の
損
害
に
関
す
る
債
権
（

）、
物
の
損
害
に
関
す
る
債
権
（

）お
よ
び
旅
客
の
損
害
に
関
す
る

56

57
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債
権
（

）と
に
分
か
れ
る
。
船
舶
所
有
者
等
ま
た
は
そ
の
被
用
者
等
が
す
る
責
任
制
限
は
、
船
舶
ご
と
に
、
同
一
の
事
故
か
ら
生
じ
た
こ

58
れ
ら
の
者
に
対
す
る
す
べ
て
の
人
の
損
害
に
関
す
る
債
権
お
よ
び
物
の
損
害
に
関
す
る
債
権
に
及
ぶ
（
同
法
六
条
一
項
）。
そ
し
て
、

責
任
制
限
が
物
の
損
害
に
関
す
る
債
権
の
み
に
つ
い
て
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
責
任
制
限
は
、
人
の
損
害
に
関
す
る
債
権

に
及
ば
な
い
（
同
条
四
項
）。

責
任
限
度
額
は
、
船
舶
の
ト
ン
数
に
応
じ
て
、
物
の
損
害
に
関
す
る
債
権
の
み
に
つ
い
て
責
任
制
限
し
よ
う
と
す
る
場
合
と
、
そ

の
他
の
場
合
（
人
の
損
害
に
関
す
る
債
権
の
み
の
場
合
と
、
人
の
損
害
に
関
す
る
債
権
と
物
の
損
害
に
関
す
る
債
権
の
両
方
に
つ
い
て
責
任

制
限
す
る
場
合
（

））
と
に
分
け
て
規
定
さ
れ
て
い
る
（
同
法
七
条
）。

59

責
任
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
債
権
が
物
の
損
害
に
関
す
る
債
権
の
み
で
あ
る
場
合
に
は
、
一
〇
〇
ト
ン
未
満
の
木
船
に
つ
い
て
は

三
三
万
六
〇
〇
〇
Ｓ
Ｄ
Ｒ
（

）で
計
算
し
た
金
額
、
二
〇
〇
〇
ト
ン
以
下
の
船
舶
に
つ
い
て
は
一
〇
〇
万
Ｓ
Ｄ
Ｒ
で
計
算
し
た
金
額
、

60

二
〇
〇
〇
ト
ン
を
超
え
る
船
舶
に
つ
い
て
は
一
〇
〇
万
Ｓ
Ｄ
Ｒ
で
計
算
し
た
金
額
に
、
二
〇
〇
〇
ト
ン
を
超
え
三
万
ト
ン
ま
で
の
部

分
に
つ
い
て
は
一
ト
ン
に
つ
き
四
〇
〇
Ｓ
Ｄ
Ｒ
で
計
算
し
た
金
額
を
、
三
万
ト
ン
を
超
え
七
万
ト
ン
ま
で
の
部
分
に
つ
い
て
は
一
ト

ン
に
つ
き
三
〇
〇
Ｓ
Ｄ
Ｒ
で
計
算
し
た
金
額
を
、
七
万
ト
ン
を
超
え
る
部
分
に
つ
い
て
は
一
ト
ン
に
つ
き
二
〇
〇
Ｓ
Ｄ
Ｒ
で
計
算
し

た
金
額
を
加
え
た
金
額
が
責
任
限
度
額
と
な
る
（
同
法
七
条
一
項
一
号
）。

そ
の
他
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
単
位
を
三
倍
し
た
う
え
同
条
項
一
号
と
同
様
に
計
算
し
て
得
た
金
額
が
責
任
限
度
額

と
な
る
（
た
だ
し
、
木
船
に
つ
い
て
は
規
定
な
し
）（
同
条
項
二
号
）。
そ
の
他
の
場
合
（
同
条
項
二
号
）、
制
限
債
権
の
弁
済
に
充
て
ら

れ
る
金
額
の
う
ち
、
そ
の
金
額
に
同
条
項
一
号
に
掲
げ
る
金
額
（
一
〇
〇
ト
ン
に
満
た
な
い
木
船
に
つ
い
て
は
一
〇
〇
万
Ｓ
Ｄ
Ｒ
で
計
算

し
た
金
額
）
の
同
条
項
二
号
に
掲
げ
る
金
額
に
対
す
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
相
当
す
る
部
分
は
物
の
損
害
に
関
す
る
債
権
の

弁
済
に
、
そ
の
余
の
部
分
は
人
の
損
害
に
関
す
る
債
権
の
弁
済
に
、
そ
れ
ぞ
れ
充
て
ら
れ
る
（
同
条
二
項
）。
た
だ
し
、
後
者
の
そ

の
余
の
部
分
が
人
の
損
害
に
関
す
る
債
権
を
弁
済
す
る
に
足
り
な
い
と
き
は
、
前
者
の
部
分
は
、
そ
の
弁
済
さ
れ
な
い
残
額
と
物
の
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損
害
に
関
す
る
債
権
の
額
と
の
割
合
に
応
じ
て
こ
れ
ら
の
債
権
の
弁
済
に
充
て
ら
れ
る
（
同
条
二
項
但
書
（

））。
そ
の
趣
旨
は
、
人
の
損

61

害
に
関
す
る
債
権
に
つ
い
て
優
先
的
な
取
り
扱
い
を
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
（

）。
62

一
般
船
舶
油
濁
損
害
の
場
合
に
は
、
タ
ン
カ
ー
油
濁
損
害
と
異
な
り
、
油
濁
損
害
賠
償
法
の
中
に
固
有
の
内
容
を
有
す
る
責
任
制

限
制
度
は
規
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
船
主
責
任
制
限
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
責
任
制
限
に
か
か
る
（
油
濁
損
害
賠
償
法
三
九
条
の

三
）。
そ
の
た
め
、
一
般
船
舶
油
濁
損
害
に
該
当
す
る
請
求
権
は
、
船
主
責
任
制
限
法
三
条
に
定
め
る
他
の
制
限
債
権
（
例
え
ば
、
貨

物
に
対
す
る
損
害
に
基
づ
く
債
権
等
）
と
共
に
、
同
法
七
条
に
従
っ
た
限
度
額
の
範
囲
内
で
責
任
制
限
に
か
か
る
こ
と
か
ら
、
タ
ン

カ
ー
油
濁
損
害
に
比
し
て
、油
濁
被
害
者
の
保
護
が
弱
め
ら
れ
る
お
そ
れ
が
考
え
ら
れ
る
。こ
れ
に
対
し
て
は
、海
事
債
権
責
任
制
限

条
約
に
係
る
一
九
九
六
年
議
定
書
に
よ
り
責
任
限
度
額
の
引
き
上
げ
が
行
わ
れ
、
我
が
国
も
二
〇
〇
六
年
に
こ
れ
に
加
入
し
、
そ
の

前
年
に
船
主
責
任
制
限
法
を
改
正
し
、
責
任
限
度
額
の
引
き
上
げ
を
行
っ
た
。
確
か
に
同
法
七
条
一
項
二
号
（
そ
の
他
の
場
合
）
に

よ
り
責
任
限
度
額
が
定
め
ら
れ
れ
ば
、
タ
ン
カ
ー
油
濁
損
害
に
比
し
て
、
油
濁
被
害
者
の
保
護
が
劣
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
も
し

れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
五
〇
〇
〇
ト
ン
の
一
般
船
舶
の
場
合
、
同
条
一
項
二
号
に
よ
る
責
任
限
度
額
は
六
六
〇
万
Ｓ
Ｄ
Ｒ
と

な
り
、
五
〇
〇
〇
ト
ン
の
タ
ン
カ
ー
の
場
合
に
油
濁
損
害
賠
償
法
六
条
一
号
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
責
任
限
度
額
で
あ
る
四
五
一
万
Ｓ

Ｄ
Ｒ
よ
り
も
大
き
い
。
し
か
し
、
船
主
責
任
制
限
法
七
条
一
項
一
号
（
物
損
の
み
の
場
合
）
に
よ
り
責
任
限
度
額
が
定
め
ら
れ
る
と
、

五
〇
〇
〇
ト
ン
の
一
般
船
舶
の
場
合
、
二
二
〇
万
Ｓ
Ｄ
Ｒ
と
な
り
、
五
〇
〇
〇
ト
ン
の
タ
ン
カ
ー
の
場
合
の
責
任
限
度
額
の
二
分
の

一
に
満
た
な
い
た
め
、
油
濁
被
害
者
の
適
切
な
保
護
を
確
保
で
き
る
か
懸
念
が
な
い
で
は
な
い
。
ま
た
、
前
記
の
と
お
り
、
一
般
船

舶
油
濁
損
害
に
つ
い
て
は
、
Ｆ
Ｃ
に
基
づ
く
国
際
油
濁
補
償
基
金
に
よ
る
補
償
は
行
わ
れ
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
タ
ン
カ
ー
油
濁
損

害
の
場
合
と
同
様
に
制
限
債
権
者
は
制
限
債
権
の
額
の
割
合
に
応
じ
て
弁
済
を
受
け
る
（
船
主
責
任
制
限
法
七
条
五
項
）
こ
と
を
考
慮

す
る
と
、
油
濁
被
害
者
の
保
護
が
後
退
す
る
お
そ
れ
は
、
タ
ン
カ
ー
油
濁
損
害
に
比
し
て
強
ま
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、

一
般
船
舶
油
濁
損
害
に
固
有
の
責
任
制
限
制
度
を
創
設
す
る
か
あ
る
い
は
船
主
責
任
制
限
法
上
の
責
任
限
度
額
を
引
き
上
げ
る
な
ど
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タ
ン
カ
ー
油
濁
損
害
と
の
適
切
な
均
衡
を
保
つ
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（

）（
二
〇
一
〇
年
に
開
催
さ
れ
た
国
際
海
事
機
関
（
Interna-

63

tionalM
aritim
e
O
rganization,IM
O
）
の
法
律
委
員
会
に
提
出
さ
れ
た
報
告
で
は
、
二
〇
〇
〇
年
か
ら
二
〇
〇
九
年
八
月
ま
で
の
間
に
、

燃
料
油
に
よ
る
油
濁
事
故
五
九
五
件
の
う
ち
七
件
が
一
九
九
六
年
議
定
書
の
責
任
限
度
額
を
超
過
し
た
と
さ
れ
て
い
る
（

）。
件
数
を
割
合
に
す
る

64

と
約
一
・
一
％
と
か
な
り
少
な
い
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
大
規
模
な
油
濁
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
、
油
濁
被
害
者
に
致
命
的
な
損
害
が

及
ぶ
の
を
回
避
す
る
こ
と
を
油
濁
法
制
の
目
的
の
一
つ
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
割
合
は
限
り
な
く
〇
％
に
近
い
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ

う
だ
と
す
れ
ば
、
前
記
の
よ
う
な
何
ら
か
の
対
応
を
検
討
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
）。

㈢

責
任
制
限
手
続
の
概
要

次
に
、
責
任
制
限
手
続
の
概
要
を
示
す
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
（

）。
65

ⅰ

責
任
制
限
手
続
開
始
の
申
立
て
：
船
舶
所
有
者
等
も
し
く
は
救
助
者
ま
た
は
被
用
者
等
は
、
責
任
を
制
限
す
る
た
め
に
、
管

轄
裁
判
所
（
同
法
九
条
（

））
に
責
任
制
限
手
続
開
始
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
法
一
七
条
一
項
）。
責
任
制
限
手
続
開
始
の

66

申
立
て
を
す
る
と
き
は
、
制
限
債
権
に
係
る
事
故
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
実
お
よ
び
制
限
債
権
の
額
が
責
任
限
度
額
を
超
え

る
こ
と
を
疎
明
し
、
か
つ
、
知
れ
て
い
る
制
限
債
権
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
法
一

八
条
）。
こ
れ
は
申
立
て
の
濫
用
を
防
止
す
る
た
め
と
さ
れ
て
い
る
（

）。
申
立
人
は
、
責
任
制
限
手
続
開
始
の
申
立
て
を
す
る
と
き
は
、

67

費
用
等
と
し
て
裁
判
所
が
定
め
る
金
額
を
予
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
法
九
一
条
）。
裁
判
所
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
申
立
て
に
よ
り
、
責
任
制
限
手
続
開
始
の
申
立
て
に
つ
き
決
定
が
あ
る
ま
で
の
間
、
制
限
債
権
に
基
づ
く
申
立
人
ま
た
は
受
益

債
務
者
（

）の
財
産
に
対
す
る
強
制
執
行
等
の
手
続
の
中
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
法
二
三
条
一
項
）。
裁
判
所
は
、
申
立
人
が
破

68

産
者
で
あ
る
と
き
は
、
責
任
制
限
手
続
開
始
の
申
立
て
を
却
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
法
二
四
条
）。
裁
判
所
は
、
手
続
費
用
の

予
納
が
な
い
と
き
、
制
限
債
権
の
額
が
責
任
限
度
額
を
超
え
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
と
き
、
申
立
人
が
供
託
命
令
に
従
わ
な
い
と
き
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は
責
任
制
限
手
続
開
始
の
申
立
て
を
棄
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
法
二
五
条
）。

ⅱ

供
託
命
令
：
裁
判
所
は
、
責
任
制
限
手
続
開
始
の
申
立
て
を
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
申
立
人
に
対
し
て
、
一
月
を
超
え
な

い
一
定
の
期
間
内
に
、
裁
判
所
の
定
め
る
責
任
限
度
額
に
相
当
す
る
金
銭
お
よ
び
こ
れ
に
対
す
る
事
故
発
生
の
日
か
ら
供
託
の
日
ま

で
年
六
％
の
割
合
に
よ
り
算
定
し
た
金
銭
を
供
託
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
届
け
出
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
（
同
法
一
九
条
一
項
）。

も
っ
と
も
、
申
立
人
が
、
裁
判
所
の
許
可
を
得
て
供
託
委
託
契
約
（
同
法
二
〇
条
二
項
）
を
締
結
し
、
定
め
ら
れ
た
期
間
内
に
そ
の

旨
を
裁
判
所
に
届
け
出
た
場
合
に
は
、
当
該
契
約
に
係
る
一
定
額
の
金
銭
は
、
当
該
期
間
内
に
供
託
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
（
同
法

二
〇
条
一
項
）。
供
託
委
託
契
約
の
受
託
者
は
、
裁
判
所
の
定
め
る
日
ま
で
に
供
託
委
託
契
約
に
従
っ
て
供
託
し
、
か
つ
、
そ
の
旨

を
裁
判
所
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
法
二
一
条
一
項
）。

ⅲ

責
任
制
限
手
続
開
始
の
決
定
：
裁
判
所
は
、
供
託
命
令
に
従
っ
た
供
託
ま
た
は
供
託
委
託
契
約
の
締
結
を
確
認
し
た
と
き
は
、

責
任
制
限
手
続
開
始
の
決
定
を
し
（
同
法
二
六
条
（

））、
当
該
決
定
と
同
時
に
、
管
理
人
（
同
法
四
〇
条
以
下
）
を
選
任
し
、
制
限
債
権

69

の
届
出
期
間
と
調
査
期
日
を
定
め
る
（
同
法
二
七
条
）。
責
任
制
限
手
続
開
始
決
定
が
あ
る
と
、
供
託
さ
れ
た
金
銭
お
よ
び
そ
の
利
息

に
よ
り
、
基
金
（
国
際
油
濁
補
償
基
金
と
区
別
す
る
意
味
で
、
以
下
「
制
限
基
金
」
と
い
う
）
が
形
成
さ
れ
（

）、
制
限
債
権
者
は
、
制
限
基

70

金
か
ら
支
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
法
三
三
条
）。
制
限
債
権
者
は
、
制
限
基
金
以
外
の
申
立
人
ま
た
は
受
益
債
務
者
の
財
産

に
対
し
て
そ
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
同
法
三
三
条
）。
制
限
債
権
者
は
、
そ
の
制
限
債
権
の
額
の
割
合
に
応
じ
て
弁

済
を
受
け
る
（
同
法
七
条
五
項
）。

ⅳ

責
任
制
限
手
続
へ
の
参
加
：
制
限
債
権
者
は
、
制
限
基
金
か
ら
配
当
に
よ
る
支
払
を
受
け
る
に
は
、
責
任
制
限
手
続
に
参
加

す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
法
四
七
条
一
項
（

））。
制
限
債
権
を
弁
済
し
た
申
立
人
ま
た
は
受
益
債
務
者
（
同
条
二
項
）、
制
限
債
権
に
つ
き
、

71

将
来
、
制
限
債
権
者
に
代
位
し
、
ま
た
は
申
立
人
等
に
対
し
て
求
償
権
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
者
（
同
条
三
項
）、
制
限
債
権
に
基

づ
き
外
国
に
お
い
て
強
制
執
行
を
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
の
申
立
人
ま
た
は
受
益
債
務
者
（
同
条
四
項
）
は
責
任
制
限
手
続
に
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参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
責
任
制
限
手
続
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
制
限
債
権
の
内
容
等
を
届
出
期
間
（
同
法
五
〇
条

一
項
）
内
に
裁
判
所
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
法
四
七
条
五
項
）。

ⅴ

制
限
債
権
の
調
査
お
よ
び
確
定
：
制
限
債
権
の
調
査
期
日
に
お
い
て
は
、
届
出
の
あ
っ
た
債
権
に
つ
い
て
、
制
限
債
権
で
あ

る
か
ど
う
か
、
制
限
債
権
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
内
容
お
よ
び
人
の
損
害
に
関
す
る
債
権
と
物
の
損
害
に
関
す
る
債
権
と
の
別
を
調

査
す
る
（
同
法
五
七
条
）。
制
限
債
権
の
調
査
は
、
管
理
人
の
出
頭
を
要
す
る
と
こ
ろ
（
同
法
五
九
条
）、
制
限
債
権
の
調
査
期
日
に
お

い
て
管
理
人
、
申
立
人
、
受
益
債
務
者
、
責
任
制
限
手
続
に
参
加
し
た
者
等
の
異
議
が
な
か
っ
た
と
き
は
、
制
限
債
権
で
あ
る
こ
と

お
よ
び
そ
の
内
容
な
ら
び
に
人
の
損
害
に
関
す
る
債
権
と
物
の
損
害
に
関
す
る
債
権
と
の
別
は
、
確
定
す
る
（
同
法
六
〇
条
）。
裁
判

所
は
、
異
議
の
あ
っ
た
債
権
に
つ
い
て
、
査
定
の
裁
判
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
法
六
一
条
一
項
）。
査
定
の
裁
判
に
不
服
が
あ

る
者
（
管
理
人
を
除
く
）
は
、
一
定
期
間
内
に
異
議
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
法
六
三
条
）。

ⅵ

配
当
：
制
限
基
金
は
、
管
理
人
が
申
立
人
か
ら
取
り
立
て
る
べ
き
費
用
等
の
取
立
て
が
不
能
で
あ
る
と
き
の
当
該
費
用
（
同

法
九
二
条
五
項
）、
管
理
人
が
査
定
の
裁
判
に
対
す
る
異
議
の
訴
え
を
追
行
す
る
た
め
に
必
要
な
費
用
等
お
よ
び
弁
護
士
報
酬
（
同
法

九
三
条
一
項
）、
判
決
に
お
い
て
管
理
人
の
負
担
と
さ
れ
た
訴
訟
費
用
（
同
法
九
三
条
三
項
）
を
除
き
、
配
当
に
充
て
ら
れ
る
（
同
法

六
八
条
）。
管
理
人
は
、
配
当
表
を
作
り
（
配
当
表
の
記
載
に
不
服
が
あ
る
も
の
は
一
定
期
間
内
に
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る

（
同
法
七
二
条
））、
裁
判
所
の
認
可
を
得
た
う
え
で
、
調
査
期
日
終
了
後
遅
滞
な
く
配
当
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
法
六
九
条

一
項
お
よ
び
七
〇
条
一
項
）。
配
当
が
終
了
し
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
責
任
制
限
手
続
終
結
の
決
定
を
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
公
告

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
法
八
〇
条
）。

ⅶ

責
任
制
限
手
続
の
廃
止
：
供
託
委
託
契
約
の
受
託
者
か
ら
金
銭
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
等
一
定
の
事
由
に
該
当

す
る
場
合
（
同
法
八
二
条
）、
知
れ
て
い
る
受
益
債
務
者
お
よ
び
責
任
制
限
手
続
に
参
加
し
た
者
の
全
員
の
同
意
を
得
た
場
合
（
同
法

八
三
条
）、
申
立
人
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
手
続
を
続
行
す
る
こ
と
が
破
産
債
権
者
を
著
し
く
害
す
る
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お
そ
れ
が
あ
る
場
合
（
同
法
八
四
条
）、
裁
判
所
は
責
任
制
限
手
続
廃
止
の
決
定
を
行
う
。

ⅷ

費
用
：
一
定
の
も
の
を
除
き
、
責
任
制
限
手
続
の
た
め
必
要
な
費
用
お
よ
び
管
理
人
の
報
酬
は
、
申
立
人
の
負
担
と
さ
れ
る

（
同
法
九
〇
条
）。

㈣

一
般
船
舶
油
濁
損
害
と
責
任
制
限
制
度
の
適
用

一
般
船
舶
油
濁
損
害
に
該
当
す
る
債
権
は
、
船
主
責
任
制
限
法
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
責
任
制
限
に
か
か
る
と
こ
ろ
（
油
濁
損

害
賠
償
法
三
九
条
の
三
）、
い
か
な
る
債
権
が
責
任
制
限
に
か
か
る
か
は
、
債
権
の
帰
属
主
体
ご
と
（
す
な
わ
ち
、
漁
業
者
、
海
上
保
安

庁
長
官
ま
た
は
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
等
、
お
よ
び
排
出
さ
れ
た
油
を
積
載
し
て
い
た
船
舶
の
船
舶
所
有
者
）
に
分
け
て
検
討
す
る
必
要

が
あ
る
。

ⅰ

漁
業
者
の
有
す
る
債
権

漁
業
者
に
対
し
て
発
生
す
る
一
般
船
舶
油
濁
損
害
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
漁
業
者
が
行
っ
た
損
害
防
止
軽
減
措
置
に
係
る
費
用

（
例
え
ば
、
油
の
回
収
等
に
係
る
費
用
）、
財
産
損
害
（
例
え
ば
、
油
に
よ
り
汚
れ
た
漁
具
の
清
掃
・
修
繕
・
交
換
に
係
る
費
用
）、
漁
業
損

害
（
例
え
ば
、
油
に
よ
り
一
定
海
域
が
汚
染
さ
れ
て
い
る
間
、
漁
に
出
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
当
該
期
間
の
収
入
の
喪
失
）
を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

か
よ
う
な
一
般
船
舶
油
濁
損
害
に
つ
い
て
は
、
タ
ン
カ
ー
油
濁
損
害
の
場
合
（
油
濁
損
害
賠
償
法
五
条
以
下
お
よ
び
同
法
三
一
条
以

下
）
と
異
な
り
、
同
法
三
九
条
の
二
に
よ
り
、
そ
の
責
任
制
限
は
、
船
主
責
任
制
限
法
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
従
っ
て
、
同
法

の
定
め
る
手
続
に
従
っ
て
、
制
限
債
権
者
は
そ
の
制
限
債
権
の
額
の
割
合
に
応
じ
て
制
限
基
金
か
ら
弁
済
を
受
け
る
こ
と
と
な
る

（
同
法
七
条
五
項
）。

し
か
し
、
岡
部
博
記
弁
護
士
に
よ
れ
ば
、「
特
に
、
漁
業
関
係
者
に
つ
い
て
は
、
船
舶
所
有
者
が
清
掃
作
業
等
の
実
施
を
要
請
し
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た
と
い
う
形
式
を
取
り
、
清
掃
作
業
費
用
と
し
て
一
定
額
の
日
当
等
を
支
払
う
こ
と
に
よ
り
効
果
的
な
清
掃
作
業
を
実
施
で
き
る
場

合
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
を
採
る
こ
と
に
よ
り
、
実
務
的
な
処
理
と
し
て
、
責
任
制
限
と
は
関
係
な
く
漁
業
者
に
清
掃
作
業
費

用
を
支
払
う
こ
と
に
な
る
（

）」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
清
掃
作
業
費
用
は
、
上
記
し
た
損
害
の
う
ち
、
損
害
防
止
軽
減
措
置
（
こ
れ
は

72

多
く
の
場
合
、
海
洋
汚
染
防
止
法
上
の
防
除
措
置
（
同
法
三
九
条
二
項
）
の
内
容
と
重
な
る
と
考
え
ら
れ
る
）
に
係
る
費
用
に
該
当
す
る
と

考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
責
任
制
限
に
か
け
な
い
法
的
根
拠
と
し
て
は
、「
契
約
に
基
づ
く
報
酬
及
び
費
用
に
関
す
る
債
権
」

は
制
限
債
権
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
船
主
責
任
制
限
法
三
条
一
項
五
号
か
っ
こ
書
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
責
任
制
限

に
か
か
る
と
す
る
と
、
制
限
基
金
か
ら
弁
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
利
益
が
あ
る
反
面
、
船
主
責
任
制
限
法
の
下
で
制
限

債
権
に
該
当
す
る
他
の
債
権
と
共
に
同
法
七
条
の
限
度
額
に
責
任
が
制
限
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
責
任
制
限
に
か
か
ら
な
い
方
が
、
一

般
的
に
は
債
権
者
に
有
利
と
考
え
ら
れ
る
。
清
掃
作
業
費
用
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
実
務
上
の
取
り
扱
い
を
行
う
こ
と
は
漁
業
者
の

保
護
に
資
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
定
程
度
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
（
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
結
果
と
し
て
、
汚
染
さ
れ
た

海
洋
環
境
の
浄
化
の
た
め
の
措
置
を
促
進
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
）。

こ
の
よ
う
に
、
理
論
上
は
、
一
般
船
舶
油
濁
損
害
と
し
て
、
責
任
制
限
に
か
か
り
得
る
制
限
債
権
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
と
し
て
も
、

実
務
上
は
、
漁
業
者
の
有
す
る
損
害
防
止
軽
減
措
置
に
係
る
債
権
に
つ
い
て
は
、
責
任
制
限
に
か
け
ず
に
支
払
を
行
う
方
法
が
取
ら

れ
る
場
合
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

ⅱ

海
上
保
安
庁
長
官
ま
た
は
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
等
の
有
す
る
債
権

次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
海
洋
汚
染
防
止
法
に
従
っ
て
、
海
上
保
安
庁
長
官
ま
た
は
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
等
が
行
っ
た
防
除

措
置
に
係
る
費
用
が
、
船
主
責
任
制
限
法
の
責
任
制
限
に
か
か
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
記
の
と
お
り
、
海
上

保
安
庁
長
官
（
ま
た
は
海
上
保
安
庁
長
官
が
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
等
に
対
し
て
防
除
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
要
請
し
（
海
洋
汚
染
防
止

法
四
一
条
の
二
）、
こ
の
要
請
に
基
づ
い
て
同
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
場
合
は
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
等
（
同
法
四
一
条
の
三
））
は
、
排
出
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さ
れ
た
油
が
積
載
さ
れ
て
い
た
船
舶
（
Ａ
船
）
の
船
舶
所
有
者
に
当
該
防
除
措
置
に
係
る
費
用
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
（
同

法
四
一
条
一
項
ま
た
は
四
一
条
の
三
第
一
項
）。
ま
た
、
前
記
の
と
お
り
、
当
該
防
除
措
置
に
係
る
費
用
は
油
濁
損
害
賠
償
法
の
一
般

船
舶
油
濁
損
害
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
、
同
法
三
九
条
の
二
に
基
づ
い
て
排
出
さ
れ
た
油
が
積
載
さ
れ
て
い
た
船
舶
（
Ａ
船
）
の

船
舶
所
有
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（

）。
こ
の
と
き
、
海
上
保
安
庁
長
官
ま
た
は
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
等

73

の
Ａ
船
の
船
舶
所
有
者
に
対
す
る
防
除
措
置
に
係
る
費
用
の
請
求
権
は
、
油
濁
損
害
賠
償
法
に
基
づ
い
て
請
求
す
る
場
合
に
は
同
法

三
九
条
の
三
に
基
づ
き
船
主
責
任
制
限
法
の
責
任
制
限
に
か
か
る
の
か
、
ま
た
、
海
洋
汚
染
防
止
法
四
一
条
一
項
ま
た
は
四
一
条
の

三
第
一
項
に
基
づ
い
て
請
求
す
る
場
合
に
は
責
任
制
限
に
か
か
る
の
か
と
い
う
問
題
点
が
存
在
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
、
油
濁
損
害
賠
償
法
に
基
づ
い
て
損
害
賠
償
請
求
す
る
場
合
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
防
除
措
置
を
行
っ
た
者
が
私
人
（
漁
業

者
）
で
あ
る
か
行
政
機
関
（
海
上
保
安
庁
長
官
等
）
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
私
法
上
の
請
求
権
の
取
り
扱
い
を
異
に
す
べ
き
と
は
思
わ

れ
な
い
。
海
上
保
安
庁
長
官
等
が
防
除
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
生
じ
る
費
用
は
、
損
害
防
止
軽
減
措
置
に
要
す
る
費
用
（
油
濁
損
害

賠
償
法
二
条
七
号
の
二
ロ
）
と
し
て
、
一
般
船
舶
油
濁
損
害
に
該
当
し
、
理
論
上
は
責
任
制
限
に
か
か
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
海
洋
汚
染
防
止
法
に
基
づ
い
て
費
用
請
求
す
る
場
合
は
ど
う
か
。
請
求
の
法
的
根
拠
に
よ
っ
て
、
取
り
扱
い
を
異
に
す
べ

き
で
は
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
海
洋
汚
染
防
止
法
に
基
づ
く
公
法
上
の
規
制
に
伴
い
生
ず
る
費
用
は
、
純
然
た
る
私

法
上
の
請
求
権
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
ま
た
、
海
洋
汚
染
防
止
法
は
、
海
洋
環
境
の
保
全
等
な
ら
び
に
人
の
生
命
お
よ
び
身
体
な
ら

び
に
財
産
の
保
護
を
目
的
と
す
る
の
に
対
し
て
（
同
法
一
条
参
照
）、
油
濁
損
害
賠
償
法
は
、
油
濁
被
害
者
の
保
護
を
目
的
と
す
る
も

の
で
あ
り
、
相
互
に
目
的
を
異
に
す
る
。
実
質
的
に
考
え
て
も
、
船
舶
所
有
者
が
自
ら
防
除
措
置
を
行
う
場
合
に
は
責
任
制
限
に
か

か
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
船
主
責
任
制
限
法
三
条
一
項
四
号
五
号
か
っ
こ
書
）、
海
上
保
安
庁
長
官
等
の
有
す
る
債
権
が
責
任
制
限

に
か
か
る
と
す
る
と
、
船
舶
所
有
者
を
不
当
に
利
す
る
こ
と
と
な
り
、
防
除
措
置
に
対
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
働
か
な
く
な
る
お

そ
れ
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
油
濁
損
害
賠
償
法
に
は
、
一
般
船
舶
油
濁
損
害
に
基
づ
く
債
権
は
船
主
責
任
制
限
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
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よ
っ
て
責
任
制
限
に
か
か
る
旨
の
明
文
規
定
が
あ
る
の
に
対
し
て
（
油
濁
損
害
賠
償
法
三
九
条
の
二
）、
海
洋
汚
染
防
止
法
に
は
、
そ

の
よ
う
な
明
文
規
定
は
存
在
し
な
い
。
以
上
の
理
由
に
よ
り
、
海
洋
汚
染
防
止
法
に
基
づ
く
海
上
保
安
庁
長
官
等
の
有
す
る
防
除
措

置
に
係
る
費
用
請
求
権
は
、
責
任
制
限
に
か
か
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
（

）。
74

そ
う
す
る
と
、
油
濁
損
害
賠
償
法
に
基
づ
い
て
損
害
賠
償
請
求
す
る
場
合
に
は
責
任
制
限
に
か
か
り
、
海
洋
汚
染
防
止
法
に
基
づ

き
費
用
請
求
す
る
場
合
に
は
責
任
制
限
に
か
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
、
私
法
上
の
損
害
賠
償
請
求
権
と
公
法
上

の
費
用
請
求
権
が
別
個
に
成
り
立
っ
て
お
り
、
根
拠
法
令
も
異
な
る
以
上
、
帰
結
が
異
な
る
の
は
当
然
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
（

）。
75

た
だ
し
、
損
害
防
止
軽
減
措
置
（
油
濁
損
害
賠
償
法
二
条
七
号
の
二
ロ
）
に
係
る
費
用
の
責
任
制
限
に
関
連
し
て
更
に
検
討
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
措
置
の
う
ち
、
排
出
さ
れ
た
油
の
防
除
措
置
（
海
洋
汚
染
防
止
法
三
九
条
一
項
二
項
参

照
）
と
沈
没
し
た
船
舶
内
に
残
存
し
排
出
の
お
そ
れ
の
あ
る
油
の
抜
き
取
り
そ
の
他
の
排
出
防
止
措
置
（
以
下
「
無
害
化
措
置
」
と
い

う
（
同
条
五
項
参
照
））
と
で
責
任
制
限
に
相
違
が
生
じ
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
の
点
、
海
事
債
権
責
任
制
限
条
約
の
「
沈
没

し
、
難
破
し
若
し
く
は
乗
り
揚
げ
た
又
は
放
棄
さ
れ
た
船
舶
（
船
舶
上
の
す
べ
て
の
物
を
含
む
）
の
引
揚
げ
、
除
去
、
破
壊
又
は
無
害

化
作
業
に
関
す
る
債
権
」
を
責
任
制
限
の
対
象
と
す
る
同
条
約
二
条
一
⒟
の
規
定
に
つ
い
て
、
我
が
国
が
同
条
約
の
批
准
に
あ
た
り

当
該
規
定
の
適
用
を
排
除
す
る
留
保
を
な
し
て
い
る
こ
と
、
油
濁
損
害
賠
償
法
の
条
文
の
文
言
上
明
ら
か
で
は
な
い
こ
と
、
責
任
制

限
の
対
象
を
解
釈
で
広
げ
る
の
は
相
当
で
は
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
無
害
化
措
置
に
要
す
る
費
用
に
基
づ
く
債
権
に
つ
い
て
は
、
責

任
制
限
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
と
す
る
岡
部
博
記
弁
護
士
の
見
解
が
あ
る
（

）。
思
う
に
、
海
洋
汚
染
防
止
法
に
基
づ
く
防
除
措
置
も
無

76

害
化
措
置
も
共
に
油
濁
損
害
賠
償
法
二
条
七
号
の
二
ロ
の
損
害
防
止
軽
減
措
置
に
該
当
し
、
こ
れ
ら
に
要
す
る
費
用
は
一
般
船
舶
油

濁
損
害
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
当
該
費
用
が
責
任
制
限
の
対
象
に
な
る
か
は
油
濁
損
害
賠
償
法
三
九
条
の
二
に
基
づ
き
船
主

責
任
制
限
法
三
条
一
項
四
号
ま
た
は
五
号
の
制
限
債
権
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
見
地
か
ら
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
同
条

項
四
号
は
二
条
二
項
三
号
に
掲
げ
る
措
置
（
損
害
防
止
軽
減
措
置
）
に
よ
り
生
ず
る
損
害
に
基
づ
く
債
権
を
、
三
条
一
項
五
号
は
同
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措
置
に
関
す
る
債
権
を
制
限
債
権
と
し
て
規
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
法
二
条
二
項
は
、
救
助
活
動
と
し
て
、
以
下
の
措
置
を
規

定
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
沈
没
し
、
難
破
し
、
乗
り
揚
げ
、
若
し
く
は
放
棄
さ
れ
た
船
舶
又
は
そ
の
船
舶
上
の
物
の
引
揚
げ
、
除
去
、

破
壊
又
は
無
害
化
の
た
め
の
措
置
」（
一
号
）、「
積
荷
の
除
去
、
破
壊
又
は
無
害
化
の
た
め
の
措
置
」（
二
号
）、「
前
二
号
に
掲
げ
る

措
置
の
ほ
か
、
制
限
債
権
を
生
ず
べ
き
損
害
の
防
止
又
は
軽
減
の
た
め
に
執
ら
れ
る
措
置
」（
三
号
）
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
同
三

号
に
掲
げ
る
措
置
に
つ
い
て
規
定
す
る
同
法
三
条
一
項
四
号
五
号
の
制
限
債
権
に
は
無
害
化
措
置
（
二
条
二
項
一
号
）
に
要
す
る
費

用
に
係
る
債
権
は
含
ま
れ
な
い
と
文
理
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
海
事
債
権
責
任
制
限
条
約
二
条
一
⒟
は
無
害
化
措
置
に

関
す
る
債
権
を
責
任
制
限
の
対
象
と
す
る
と
規
定
し
て
い
る
が
、
同
条
約
一
八
条
一
（
一
九
九
六
年
議
定
書
に
よ
る
改
正
後
は
一
八
条

一
⒜
）
は
こ
の
規
定
の
適
用
を
排
除
す
る
権
利
を
留
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
規
定
し
、
我
が
国
は
そ
の
旨
留
保
し
て
い
る
（

）。
か

77

か
る
留
保
に
つ
い
て
は
、「
難
破
物
の
除
去
に
関
す
る
法
令
に
よ
っ
て
難
破
し
た
船
舶
の
所
有
者
等
に
対
し
て
課
さ
れ
る
義
務
又
は

責
任
を
原
因
と
し
て
生
ず
る
債
権
を
制
限
債
権
と
す
る
と
、
難
破
し
た
船
舶
除
去
の
代
執
行
の
費
用
が
制
限
債
権
と
な
り
、
右
船
舶

所
有
者
等
に
と
っ
て
は
自
発
的
に
除
去
し
な
い
方
が
有
利
と
な
る
た
め
、
そ
の
義
務
又
は
責
任
の
履
行
が
円
滑
に
行
わ
れ
な
く
な
る

お
そ
れ
の
あ
る
こ
と
に
主
た
る
理
由
が
あ
っ
た
（

）」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、
無
害
化
措
置
に
要
す
る
費
用
に
係
る

78

債
権
は
船
主
責
任
制
限
法
三
条
一
項
四
号
五
号
の
制
限
債
権
に
は
含
ま
れ
な
い
と
解
す
る
の
が
、
我
が
国
の
立
場
に
合
致
し
、
妥
当

と
考
え
ら
れ
る
（
よ
っ
て
、
筆
者
も
、
結
論
に
お
い
て
上
記
見
解
に
賛
同
す
る
も
の
で
あ
る
）。

ⅲ

船
舶
所
有
者
の
有
す
る
債
権

船
舶
所
有
者
等
お
よ
び
そ
の
被
用
者
等
が
有
す
る
債
権
は
制
限
債
権
か
ら
除
か
れ
る
（
船
主
責
任
制
限
法
三
条
一
項
四
号
五
号
か
っ

こ
書
）。
従
っ
て
、
船
舶
所
有
者
が
自
ら
防
除
措
置
を
講
じ
る
場
合
に
生
ず
る
費
用
は
、
責
任
制
限
に
か
か
ら
ず
、
制
限
基
金
か
ら

支
払
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
（

）。
こ
の
点
は
、
タ
ン
カ
ー
油
濁
損
害
の
場
合
に
は
、
固
有
の
責
任
制
限
制
度
が
存
在
し
（
油
濁
損

79

害
賠
償
法
五
条
以
下
お
よ
び
三
六
条
一
項
）、
か
か
る
除
外
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
の
と
異
な
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
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ⅳ

船
舶
所
有
者
間
の
債
権
債
務
関
係
と
責
任
制
限

最
後
に
、
排
出
油
を
積
載
し
て
い
た
船
舶
（
Ａ
船
）
の
船
舶
所
有
者
が
防
除
措
置
を
講
じ
同
措
置
に
係
る
費
用
を
負
担
し
た
場
合

に
、
油
排
出
の
原
因
を
な
し
た
衝
突
船
舶
（
Ｂ
船
）
の
船
舶
所
有
者
に
対
し
て
事
後
的
に
求
償
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
Ａ
船
の
船
舶
所
有
者
は
海
洋
汚
染
防
止
法
三
九
条
二
項
一
号
に
基
づ
き
、
Ｂ
船
の
船
舶
所
有
者
は
同
条
項
三
号
に
基
づ
き
防
除

措
置
義
務
を
負
う
が
、
Ａ
船
の
船
舶
所
有
者
が
防
除
措
置
義
務
を
履
行
し
、
そ
れ
に
伴
い
発
生
し
た
費
用
を
負
担
し
た
場
合
に
は
、

当
該
費
用
は
Ｂ
船
の
船
舶
所
有
者
と
の
関
係
で
は
一
般
船
舶
油
濁
損
害
に
該
当
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
一
般
船
舶
油

濁
損
害
の
賠
償
責
任
は
燃
料
油
が
積
載
さ
れ
て
い
た
一
般
船
舶
の
一
般
船
舶
所
有
者
等
が
負
う
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
衝
突
船
舶

で
あ
る
Ｂ
船
の
船
舶
所
有
者
の
損
害
賠
償
責
任
は
、
油
濁
損
害
賠
償
法
三
九
条
の
二
で
は
な
く
、
商
法
六
九
〇
条
な
い
し
は
民
法
七

〇
九
条
に
基
づ
く
と
い
う
こ
と
と
な
ろ
う
。
問
題
は
当
該
損
害
賠
償
請
求
権
が
責
任
制
限
に
か
か
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
点
、
前
記
の
と
お
り
、
海
上
保
安
庁
長
官
等
の
無
害
化
措
置
に
要
す
る
費
用
に
係
る
債
権
は
、
我
が
国
の
海
事
債
権
責
任
制

限
条
約
へ
の
一
部
留
保
等
の
理
由
か
ら
、
船
主
責
任
制
限
法
三
条
一
項
四
号
お
よ
び
同
五
号
の
制
限
債
権
に
は
含
ま
れ
ず
、
責
任
制

限
に
は
か
か
ら
な
い
と
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
前
記
の
と
お
り
、
海
洋
汚
染
防
止
法
に
基
づ
く
海
上
保
安
庁
長
官
等
の
有
す
る
防
除
措

置
に
係
る
費
用
請
求
権
も
責
任
制
限
に
か
か
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
他
方
、
船
骸
撤
去
の
事
案
で
あ
る
が
、
他
の
船
舶
と
の
衝
突
に
よ
り
沈
没
し
た
船
の
所
有
者
が
、
右
沈
没
船
を
除

去
す
べ
き
法
令
上
の
義
務
を
課
さ
れ
、
こ
れ
を
除
去
し
た
た
め
、
衝
突
の
相
手
方
た
る
船
舶
の
所
有
者
お
よ
び
船
長
ら
に
対
し
て
、

右
除
去
に
要
し
た
費
用
の
損
害
賠
償
を
求
め
た
事
件
に
つ
い
て
、
最
判
昭
和
六
〇
年
四
月
二
六
日
民
集
三
九
巻
三
号
八
九
九
頁
は
、

当
該
損
害
賠
償
請
求
権
は
、（
昭
和
五
七
年
法
律
第
五
四
号
に
よ
る
改
正
前
の
）
船
主
責
任
制
限
法
三
条
一
項
二
号
の
制
限
債
権
（
同
項

一
号
に
掲
げ
る
物
お
よ
び
当
該
船
舶
以
外
の
物
の
滅
失
も
し
く
は
損
傷
に
よ
る
損
害
に
基
づ
く
債
権
）
に
該
当
す
る
と
判
示
し
た
（

）。
こ
の
よ

80

う
に
、
事
例
は
異
な
る
も
こ
れ
に
平
仄
を
合
わ
せ
る
と
す
る
と
、
海
上
保
安
庁
長
官
等
と
の
関
係
と
、
衝
突
船
舶
の
船
舶
所
有
者
間
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の
関
係
と
で
は
、
制
限
債
権
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
相
違
が
生
じ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
海
上
保
安
庁
長

官
等
と
の
関
係
で
は
、
防
除
措
置
や
無
害
化
措
置
に
対
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
働
か
な
く
な
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
は
、
同

措
置
に
要
す
る
費
用
に
係
る
債
権
は
制
限
債
権
に
該
当
し
な
い
と
解
す
る
必
要
が
あ
る
一
方
、
船
舶
所
有
者
間
の
関
係
は
、
こ
れ
と

別
異
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
船
舶
所
有
者
間
の
関
係
は
、
海
洋
汚
染
防
止
法
に
基
づ
く
公
法
上
の
規
制
よ
り
も
、
純
然
た
る
私

法
上
の
法
律
関
係
と
捉
え
れ
ば
よ
い
か
ら
、
防
除
措
置
費
用
に
係
る
求
償
権
を
制
限
債
権
（
船
主
責
任
制
限
法
三
条
一
項
四
号
五
号
）

か
ら
除
外
す
る
理
由
が
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
船
舶
所
有
者
間
の
防
除
措
置
費
用
に
係
る
求
償
権
は
制
限
債
権
に
該

当
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
（

）。
従
っ
て
、
当
該
求
償
権
は
、
責
任
制
限
に
か
か
る
と
解
さ
れ
る
。

81

な
お
、
船
舶
所
有
者
が
防
除
措
置
を
講
じ
た
場
合
と
異
な
り
、
海
上
保
安
庁
長
官
ま
た
は
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
等
が
防
除
措

置
を
講
じ
た
場
合
に
お
け
る
、
同
措
置
に
係
る
費
用
を
負
担
し
た
排
出
油
を
積
載
し
て
い
た
船
舶
（
Ａ
船
）
の
船
舶
所
有
者
の
他
に

責
め
に
任
ず
べ
き
者
（
Ｂ
船
の
船
舶
所
有
者
）
に
対
す
る
求
償
権
に
つ
い
て
は
海
洋
汚
染
防
止
法
四
一
条
四
項
お
よ
び
四
一
条
の
三

第
八
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
船
舶
所
有
者
間
の
求
償
の
問
題
で
あ
り
、
海
上
保
安
庁
長
官
等
と
の
関
係
と
異

な
る
か
ら
、
同
条
項
に
基
づ
く
求
償
権
も
責
任
制
限
に
か
か
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
（
当
該
求
償
権
に
つ
い
て
は
、
海
上
保
安
庁
長
官

と
の
関
係
と
異
な
り
（
海
洋
汚
染
防
止
法
四
一
条
二
項
）、
行
政
代
執
行
法
の
規
定
は
準
用
さ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。）。

次
に
、
被
害
者
（
特
に
漁
業
者
）
に
対
し
て
油
濁
損
害
が
発
生
し
た
場
合
の
私
法
上
の
法
律
関
係
に
つ
い
て
は
、
Ａ
船
の
船
舶
所

有
者
と
Ｂ
船
の
船
舶
所
有
者
の
共
同
不
法
行
為
（
民
法
七
一
九
条
）
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
（

）（
油
濁
損
害
賠
償
法
三
九
条
の
二
第
一
項

82

が
規
定
す
る
一
般
船
舶
油
濁
損
害
賠
償
責
任
は
、
燃
料
油
が
積
載
さ
れ
て
い
た
一
般
船
舶
の
船
舶
所
有
者
等
の
連
帯
責
任
で
あ
る
か
ら
、
Ａ
船

の
船
舶
所
有
者
と
船
舶
賃
借
人
が
連
帯
責
任
を
負
う
と
し
て
も
、
Ａ
船
と
Ｂ
船
の
船
舶
所
有
者
の
連
帯
責
任
は
同
条
項
に
基
づ
い
て
は
発
生
し

な
い
。
他
方
、
Ａ
船
だ
け
で
な
く
Ｂ
船
か
ら
も
燃
料
油
が
流
出
し
い
ず
れ
の
船
舶
に
積
載
さ
れ
て
い
た
燃
料
油
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
を
分
別

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
両
船
舶
の
船
舶
所
有
者
は
連
帯
責
任
を
負
う
が
（
同
条
二
項
お
よ
び
三
条
二
項
）、
Ａ
船
の
み
か
ら
燃
料
油
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が
流
出
し
た
と
い
う
場
合
に
は
、
同
条
項
に
基
づ
い
て
は
両
船
の
船
舶
所
有
者
に
連
帯
責
任
は
発
生
し
な
い
。
そ
の
場
合
で
も
共
同
不
法
行
為

の
要
件
を
充
足
す
れ
ば
、
民
法
七
一
九
条
に
基
づ
い
て
両
船
の
船
舶
所
有
者
に
連
帯
責
任
が
発
生
す
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
）。
そ
う
す

る
と
、
Ａ
船
と
Ｂ
船
の
船
舶
所
有
者
は
連
帯
責
任
を
負
い
、
そ
の
債
務
は
不
真
正
連
帯
債
務
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
（

）。
共
同
不
法

83

行
為
の
加
害
者
間
で
は
、
過
失
の
割
合
や
損
害
発
生
へ
の
寄
与
度
に
応
じ
た
求
償
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
（

）、
Ａ
船
の
船
舶
所
有
者
は
自

84

己
が
負
担
す
べ
き
割
合
を
超
え
て
油
濁
被
害
者
に
弁
済
し
た
場
合
に
は
Ｂ
船
の
船
舶
所
有
者
に
対
し
て
求
償
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

問
題
は
、
こ
の
求
償
権
が
責
任
制
限
に
か
か
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
漁
業
者
に
発
生
し
た
漁
業
損
害
が
損

害
防
止
軽
減
措
置
に
よ
り
生
ず
る
損
害
で
あ
れ
ば
、
船
主
責
任
制
限
法
三
条
一
項
四
号
の
制
限
債
権
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
（

）。
85

そ
う
す
る
と
、
そ
の
賠
償
に
係
る
船
舶
所
有
者
間
の
求
償
権
も
同
条
項
号
の
制
限
債
権
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
漁
業

損
害
が
漁
業
権
の
侵
害
に
よ
る
損
害
で
あ
れ
ば
、「
船
舶
の
運
航
に
直
接
関
連
し
て
生
ず
る
権
利
侵
害
に
よ
る
損
害
に
基
づ
く
債
権
」

と
し
て
同
条
項
三
号
の
制
限
債
権
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
（

）、
こ
れ
に
係
る
船
舶
所
有
者
間
の
求
償
権
も
同
条
項
号
の
制
限
債
権
に

86

該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
当
該
求
償
権
は
責
任
制
限
に
か
か
る
と
考
え
ら
れ
る
（

）。
87

五

む
す
び
に
代
え
て

以
上
の
よ
う
に
、
燃
料
油
の
流
出
事
故
に
よ
り
生
じ
る
一
般
船
舶
油
濁
損
害
を
め
ぐ
る
法
律
関
係
に
関
し
て
、
海
洋
汚
染
防
止
法

に
基
づ
く
公
法
上
の
規
制
な
ら
び
に
油
濁
損
害
賠
償
法
お
よ
び
船
主
責
任
制
限
法
に
基
づ
く
私
法
上
の
法
律
関
係
の
双
方
に
つ
い
て

考
察
を
行
っ
た
。
公
法
上
の
規
制
に
基
づ
き
生
ず
る
費
用
に
係
る
債
権
は
油
濁
損
害
賠
償
法
の
一
般
船
舶
油
濁
損
害
に
も
該
当
し
、

船
主
責
任
制
限
法
の
下
で
の
責
任
制
限
に
か
か
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
点
が
存
在
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
は
交
錯
し
相
互
に
関
連
す

る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
船
舶
所
有
者
の
賠
償
責
任
が
責
任
制
限
に
か
か
る
か
ど
う
か
は
、
海
洋
汚
染
防
止
法
に
基
づ
く
公
法
上

一般船舶油濁損害をめぐる法律関係に関する一考察

61



の
義
務
の
履
行
に
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
働
か
な
く
な
る
事
態
を
回
避
す
る
と
い
う
見
地
か
ら
解
釈
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
簡
潔
に
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

本
件
事
例
（
一
般
船
舶
で
あ
る
Ａ
船
と
Ｂ
船
が
衝
突
し
（
両
船
に
過
失
が
あ
る
と
す
る
）、
Ａ
船
か
ら
燃
料
油
が
流
出
す
る
油
濁
事
故
が
発

生
し
た
と
い
う
場
合
）
に
お
い
て
、
排
出
し
た
油
が
積
載
さ
れ
て
い
た
船
舶
の
船
舶
所
有
者
や
こ
れ
に
衝
突
し
た
船
舶
の
所
有
者
は
、

海
洋
汚
染
防
止
法
三
九
条
二
項
一
号
お
よ
び
三
号
に
基
づ
き
防
除
措
置
義
務
を
負
う
。
こ
れ
ら
の
者
が
防
除
措
置
義
務
を
履
行
し
な

い
場
合
に
、
海
上
保
安
庁
長
官
は
、
当
該
措
置
を
代
執
行
し
、
こ
れ
に
要
し
た
費
用
を
排
出
油
が
積
載
さ
れ
て
い
た
船
舶
の
船
舶
所

有
者
か
ら
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
海
洋
汚
染
防
止
法
四
一
条
一
項
お
よ
び
二
項
）。
か
か
る
防
除
措
置
に
係
る
費
用
は
、
損
害
防

止
軽
減
措
置
に
係
る
費
用
と
し
て
、
一
般
船
舶
油
濁
損
害
に
該
当
し
（
油
濁
損
害
賠
償
法
二
条
七
号
の
二
ロ
）、
一
般
船
舶
所
有
者
等

（
同
法
五
号
の
二
）
が
賠
償
責
任
を
負
う
（
同
法
三
九
条
の
二
）。
一
般
船
舶
油
濁
損
害
に
該
当
す
る
私
法
上
の
損
害
賠
償
請
求
権
が
船

主
責
任
制
限
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
理
論
上
責
任
制
限
に
か
か
り
得
る
こ
と
は
別
と
し
て
、
海
洋
汚
染
防
止
法
に
基
づ
く
防
除

措
置
に
つ
い
て
は
、
同
措
置
の
義
務
の
履
行
に
対
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
働
か
な
く
な
る
こ
と
な
ど
を
回
避
す
る
と
い
う
見
地
が

重
要
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
見
地
か
ら
は
、
海
上
保
安
庁
長
官
や
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
等
の
海
洋
汚
染
防
止
法
四
一
条
お
よ
び
四

一
条
の
三
に
基
づ
く
費
用
の
負
担
に
つ
い
て
は
、
制
限
債
権
に
該
当
せ
ず
責
任
制
限
に
か
か
ら
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
（

）。
こ
の

88

よ
う
に
、
海
洋
汚
染
防
止
法
に
基
づ
く
費
用
債
権
は
船
主
責
任
制
限
法
に
基
づ
く
責
任
制
限
に
か
か
る
か
と
い
う
問
題
点
が
あ
り
、

こ
れ
ら
は
交
錯
的
な
連
関
を
有
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

前
記
の
よ
う
に
、
一
般
船
舶
油
濁
損
害
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
タ
ン
カ
ー
油
濁
損
害
と
異
な
り
、
国
際
油
濁
補
償
基
金
に
よ
る

補
償
は
な
さ
れ
な
い
こ
と
、
固
有
の
責
任
制
限
制
度
は
存
在
せ
ず
船
主
責
任
制
限
法
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
油
濁
被
害
者
の
保

護
が
後
退
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
一
般
船
舶
油
濁
損
害
に
該
当
す
る
債
権
が
制
限
債
権
と
し
て
責
任
制
限
に
か
か
る
の
か

慎
重
な
検
討
を
要
す
る
と
共
に
、
立
法
論
と
し
て
は
、
一
般
船
舶
油
濁
損
害
に
固
有
の
責
任
制
限
制
度
を
創
設
す
る
か
あ
る
い
は
船
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主
責
任
制
限
法
上
の
責
任
限
度
額
を
引
き
上
げ
る
（

）な
ど
タ
ン
カ
ー
油
濁
損
害
と
の
適
切
な
均
衡
を
保
つ
た
め
の
一
定
の
対
応
を
検
討

89

す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

[追
記
]
本
稿
は
、
公
益
財
団
法
人
ク
リ
タ
水
・
環
境
科
学
振
興
財
団
に
よ
る
研
究
助
成
（
研
究
題
目
：「
船
舶
等
に
起
因
す
る
油
等
の
有

害
物
質
に
よ
る
海
洋
汚
染
に
対
す
る
浄
化
措
置
に
関
す
る
法
的
責
任
の
研
究
」、
助
成
番
号
：
23204）
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で

あ
る
。
こ
こ
に
同
財
団
へ
の
謝
意
を
表
す
。

（

）
当
該
事
故
の
事
実
関
係
や
法
的
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
谷
川
久
「
ナ
ホ
ト
カ
号
流
出
油
事
故
と
法
的
問
題
点
」
ジ
ュ
リ
一
一
一
七
号

1（
一
九
九
七
年
）
一
八
五
頁
以
下
参
照
。
同
事
故
の
概
略
は
、
ロ
シ
ア
船
籍
の
タ
ン
カ
ー
で
あ
る
ナ
ホ
ト
カ
号
が
一
九
九
七
年
一
月
二
日

に
Ｃ
重
油
約
一
万
九
〇
〇
〇
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
を
積
載
し
て
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
に
向
け
て
日
本
海
を
航
行
中
に
、
船
首
部
が
折
損
し
て
沈
没
し

た
結
果
、
Ｃ
重
油
約
六
二
四
〇
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
が
流
出
し
、
島
根
県
か
ら
新
潟
県
に
至
る
一
府
八
県
に
及
ん
で
漂
着
し
た
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
油
の
回
収
・
除
去
作
業
等
に
要
し
た
費
用
の
み
な
ら
ず
漁
業
や
観
光
業
へ
の
損
害
等
莫
大
な
損
害
が
発
生
し
た
。
和

解
に
至
る
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
小
川
洋
一
「
ナ
ホ
ト
カ
号
の
油
濁
損
害
事
故
」
海
と
安
全
五
一
七
号
（
二
〇
〇
三
年
）
二
七
頁
以

下
参
照
。
ま
た
、
ナ
ホ
ト
カ
号
油
濁
事
故
の
補
償
額
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
除
本
理
史
『
環
境
被
害
の
責
任
と
費
用
負
担
』（
有
斐
閣
、

二
〇
〇
七
年
）
一
六
八
頁
お
よ
び
国
土
交
通
省
「
ナ
ホ
ト
カ
号
油
流
出
事
故
に
お
け
る
油
濁
損
害
賠
償
等
請
求
事
件
に
係
る
訴
訟
の
和
解

に
つ
い
て
」（
二
〇
〇
二
年
八
月
三
〇
日
）
<http://w
w
w
.m
lit.go.jp/kisha/kisha02/10/100830_.htm
l>
参
照
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

補
償
額
の
合
計
は
約
二
六
一
億
円
と
さ
れ
て
い
る
。

（

）
タ
ン
カ
ー
に
よ
る
過
去
の
油
濁
事
故
に
つ
い
て
は
、
谷
川
久
「
国
際
油
濁
損
害
補
償
制
度
の
二
十
年
」
成
蹊
二
八
巻
（
一
九
八
八

2年
）
四
一
頁
以
下
お
よ
び
T
he
InternationalO
ilPollution
Com
pensation
Funds,Incidents
Involving
the
IO
PC
Funds

（
O
ct.2010）,available
athttp://w
w
w
.iopcfund.org/npdf/incidents2010_e.pdf（
lastvisited
on
O
ct.31,2011）
等
参
照
。

タ
ン
カ
ー
油
濁
損
害
を
め
ぐ
る
法
律
関
係
の
考
察
は
別
稿
に
譲
る
。

（

）
国
土
交
通
省
報
道
発
表
資
料
「
明
石
海
峡
多
重
衝
突
事
故
で
運
航
事
業
者
に
安
全
確
保
命
令
を
発
出
」（
二
〇
〇
八
年
四
月
一
八
日
）

3
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<http://w
w
w
.m
lit.go.jp/report/press/kaiji04_hh_000001.htm
l>。

（

）
昭
和
五
〇
年
一
二
月
二
七
日
法
律
第
九
五
号
（
最
終
改
正
：
平
成
一
六
年
四
月
二
一
日
法
律
第
三
七
号
）。
二
〇
〇
四
年
の
改
正
前

4は
油
濁
損
害
賠
償
保
障
法
と
の
名
称
で
あ
っ
た
が
、
同
年
の
改
正
の
際
に
船
舶
油
濁
損
害
賠
償
保
障
法
に
名
称
変
更
さ
れ
、
タ
ン
カ
ー
以

外
の
一
般
船
舶
に
よ
る
油
濁
損
害
の
賠
償
制
度
な
ど
が
規
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

（

）
昭
和
四
五
年
一
二
月
二
五
日
法
律
第
一
三
六
号
（
最
終
改
正
：
平
成
二
二
年
五
月
二
八
日
法
律
第
三
七
号
）。

5
（

）
昭
和
五
〇
年
一
二
月
二
七
日
法
律
第
九
四
号
（
最
終
改
正
：
平
成
一
七
年
六
月
一
七
日
法
律
第
五
八
号
）。

6
（

）
海
洋
汚
染
防
止
法
の
解
説
に
つ
い
て
は
、
海
洋
汚
染
・
海
上
災
害
防
止
法
研
究
会
編
『
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る

7法
律
の
解
説
』（
成
山
堂
書
店
、
一
九
九
六
年
）、
海
事
法
研
究
会
編
『
海
事
法
』（
海
文
堂
、
二
〇
〇
八
年
）
一
九
七
頁
以
下
、
神
戸
大

学
海
事
科
学
研
究
科
海
事
法
規
研
究
会
編
著
『
概
説

海
事
法
規
』（
成
山
堂
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）
二
三
一
頁
以
下
等
を
参
照
。

（

）
海
洋
汚
染
防
止
法
の
成
立
経
緯
に
つ
い
て
は
、
海
洋
汚
染
・
海
上
災
害
防
止
法
研
究
会
編
・
前
掲
注
(７
)解
説
一
頁
な
い
し
六
頁
、

8海
事
法
研
究
会
編
・
前
掲
注
(７
)海
事
法
一
九
七
頁
な
い
し
一
九
九
頁
、
神
戸
大
学
海
事
科
学
研
究
科
海
事
法
規
研
究
会
編
著
・
前
掲
注

(７
)海
事
法
規
二
三
一
頁
な
い
し
二
三
三
頁
を
参
照
。

（

）
昭
和
四
二
年
八
月
一
日
法
律
第
一
二
七
号
。

9
（

）
See
InternationalM
aritim
e
O
rganization,InternationalConvention
for
the
Prevention
ofPollution
from
Ships

10（
M
A
RPO
L）,available
athttp://w
w
w
.im
o.org/about/conventions/listofconventions/pages/international-

convention-for-the-prevention-of-pollution-from
-ships-(m
arpol).aspx（
lastvisited
on
O
ct.31,2011).

（

）
環
境
省
報
道
発
表
資
料
「
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
閣
議
決
定
に
つ
い

11て
」（
二
〇
〇
七
年
三
月
八
日
）
<http://w
w
w
.env.go.jp/press/press.php?serial=
8131>
参
照
。

（

）
国
土
交
通
省
資
料
「
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
概
要
」
<http://w
w
w
.

12m
lit.go.jp/com
m
on/000057656.pdf>
参
照
。

（

）
海
洋
汚
染
防
止
法
三
八
条
に
よ
れ
ば
、
船
舶
か
ら
特
定
油
（
蒸
発
し
に
く
い
油
で
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
（
同
法
三

13八
条
一
項
一
号
）。
す
な
わ
ち
、
原
油
、
一
定
の
重
油
、
潤
滑
油
、
こ
れ
ら
の
油
を
含
む
油
性
混
合
物
で
あ
る
（
同
法
施
行
規
則
二
九
条
）。

ま
た
、
濃
度
が
排
出
さ
れ
る
特
定
油
一
万
立
法
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
一
〇
立
法
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
、
量
が
一
〇
〇
リ
ッ
ト
ル
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の
特
定
油
分
を
含
む
量
以
上
で
あ
る
も
の
（
同
法
施
行
規
則
三
〇
条
））
等
の
排
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
船
舶
の
船
長
は
、
当
該

排
出
が
あ
っ
た
日
時
お
よ
び
場
所
、
排
出
の
状
況
、
海
洋
汚
染
の
防
止
の
た
め
に
講
じ
た
措
置
そ
の
他
の
事
項
を
直
ち
に
最
寄
り
の
海
上

保
安
機
関
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
た
だ
し
、
排
出
さ
れ
た
特
定
油
等
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
（
同
法
施
行
規
則
二
八
条
）
を
超

え
て
広
が
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
）（
同
法
三
八
条
一
項
）。
船
舶
の
衝
突
、
乗
揚
げ
、
機
関
の

故
障
そ
の
他
の
海
難
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
船
舶
か
ら
特
定
油
等
の
排
出
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
も
同
様
で
あ
る
（
同
条
二
項
本

文
）。
大
量
の
油
等
の
排
出
が
あ
っ
た
場
合
に
そ
の
原
因
と
な
る
行
為
を
し
た
者
は
、
上
記
に
準
じ
て
通
報
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
た
だ
し
、
船
舶
の
船
長
が
通
報
を
行
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
）（
同
条
五
項
）。
油
等
が
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え
て
海
面
に
広
が
っ
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
者
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
海
上
保
安
機
関
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
同
条
七
項
）。
海
洋
施
設
等
に
つ
い
て
は
、
同
条
三
項
以
下
参
照
。

（

）
海
洋
汚
染
防
止
法
三
九
条
の
三
に
よ
れ
ば
、
以
下
の
者
は
、
当
該
船
舶
も
し
く
は
施
設
ま
た
は
当
該
係
留
施
設
を
利
用
す
る
船
舶
か

14ら
特
定
油
が
排
出
さ
れ
た
場
合
に
、
排
出
さ
れ
た
特
定
油
の
広
が
り
お
よ
び
引
き
続
く
特
定
油
の
排
出
の
防
止
な
ら
び
に
排
出
さ
れ
た
特

定
油
の
除
去
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
当
該
船
舶
内
も
し
く
は
施
設
内
ま
た
は
一
定
の
場
所
に
オ
イ
ル
フ
ェ
ン

ス
、
薬
剤
（
油
処
理
剤
、
油
吸
着
剤
ま
た
は
油
ゲ
ル
化
剤
）
そ
の
他
の
資
材
を
備
え
付
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
①

貨
物
と
し
て
ば
ら
積
み
の
特
定
油
を
積
載
し
て
い
る
総
ト
ン
数
一
五
〇
ト
ン
以
上
の
タ
ン
カ
ー
（
同
法
施
行
規
則
三
三
条
の
七
第
一
項
）

の
船
舶
所
有
者
、
②
船
舶
か
ら
陸
揚
げ
し
、
ま
た
は
船
舶
に
積
載
す
る
特
定
油
で
五
〇
〇
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
（
同
条
二
項
）
以
上
の
量
の
も

の
を
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
設
置
者
、
③
①
の
タ
ン
カ
ー
を
係
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
係
留
施
設
（
専
ら
当
該
タ
ン
カ
ー
以
外

の
船
舶
を
係
留
さ
せ
る
係
留
施
設
を
除
く
）
の
管
理
者
で
あ
る
。

（

）
海
洋
汚
染
防
止
法
三
九
条
の
四
に
よ
れ
ば
、
総
ト
ン
数
が
五
〇
〇
〇
ト
ン
（
同
法
施
行
規
則
三
三
条
の
八
第
一
項
）
以
上
の
タ
ン

15カ
ー
（
そ
の
貨
物
艙
の
一
部
分
が
ば
ら
積
み
の
液
体
貨
物
の
輸
送
の
た
め
の
構
造
を
有
す
る
タ
ン
カ
ー
に
あ
っ
て
は
、
当
該
貨
物
艙
の
一

部
分
の
容
量
が
一
万
立
法
メ
ー
ト
ル
（
同
法
施
行
規
則
三
三
条
の
八
第
二
項
）
以
上
の
も
の
に
限
る
）
の
船
舶
所
有
者
は
、
東
京
湾
、
伊
勢

湾
お
よ
び
大
阪
湾
を
含
む
瀬
戸
内
海
（
同
法
施
行
規
則
三
三
条
の
九
、
神
戸
大
学
海
事
科
学
研
究
科
海
事
法
規
研
究
会
編
著
・
前
掲
注

(
)概
説
海
事
法
規
二
九
六
頁
）
を
、
当
該
タ
ン
カ
ー
に
貨
物
と
し
て
ば
ら
積
み
の
特
定
油
を
積
載
し
て
航
行
さ
せ
る
と
き
は
、
油
回
収

7船
ま
た
は
特
定
油
を
回
収
す
る
た
め
の
機
械
器
具
（
油
回
収
装
置
等
）
を
配
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
油
回
収
船
お
よ
び
油
回
収
装
置
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等
の
性
能
・
設
備
に
つ
い
て
は
、
同
法
施
行
規
則
三
三
条
の
一
〇
お
よ
び
一
一
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
油
回
収
船
の
性
能
・
設

備
に
つ
い
て
は
、
①
特
定
油
回
収
能
力
（
波
高
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
波
長
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
状
態
に
あ
る
海
面
に
お
い
て
、
厚
さ
六

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
Ｂ
重
油
を
収
取
す
る
場
合
に
、
一
時
間
に
収
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
定
油
分
の
量
を
い
う
）
が
三
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以

上
で
あ
る
こ
と
、
②
推
進
機
関
を
有
す
る
こ
と
、
③
適
切
な
量
の
特
定
油
分
を
貯
蔵
で
き
る
こ
と
、
④
一
時
間
に
特
定
油
回
収
能
力
以
上

の
特
定
油
分
を
移
送
で
き
る
ポ
ン
プ
を
有
す
る
こ
と
、
⑤
特
定
油
が
付
着
し
た
ご
み
等
を
も
回
収
で
き
る
こ
と
、
と
さ
れ
て
い
る
（
同
法

施
行
規
則
三
三
条
の
一
一
第
一
項
）。

（

）
海
洋
汚
染
防
止
法
四
〇
条
の
二
に
よ
れ
ば
、
以
下
の
者
は
、
油
濁
防
止
緊
急
措
置
手
引
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
施
設
内
（
当
該
施
設

16内
に
備
え
置
き
、
ま
た
は
掲
示
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
施
設
の
管
理
者
の
事
務
所
内
）
に
備
え
置
き
、
ま
た
は
掲
示

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
①
船
舶
か
ら
陸
揚
げ
し
、
ま
た
は
船
舶
に
積
載
す
る
油
で
五
〇
〇
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
（
同
法

施
行
規
則
三
四
条
の
三
第
一
項
）
以
上
の
も
の
を
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
設
置
者
、
②
船
舶
（
貨
物
と
し
て
油
を
積
載
し
て
い

る
総
ト
ン
数
一
五
〇
ト
ン
以
上
の
タ
ン
カ
ー
（
同
法
施
行
規
則
三
四
条
の
三
第
二
項
一
号
））
を
係
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
係
留
施
設
の

管
理
者
で
あ
る
。

（

）
油
と
は
、
原
油
、
重
油
、
潤
滑
油
、
軽
油
、
灯
油
、
揮
発
油
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
、
こ
れ
ら
以
外
の
炭
化
水
素
油
（
石
炭
か
ら
抽
出
さ

17れ
る
も
の
を
除
く
）
で
あ
っ
て
化
学
的
に
単
一
の
有
機
化
合
物
お
よ
び
二
以
上
の
当
該
有
機
化
合
物
を
調
合
し
て
得
ら
れ
る
混
合
物
以
外

の
も
の
、
お
よ
び
こ
れ
ら
の
油
を
含
む
油
性
混
合
物
（
潤
滑
油
添
加
剤
を
除
く
）
を
い
う
（
海
洋
汚
染
防
止
法
三
条
二
号
、
同
法
施
行
規

則
二
条
お
よ
び
同
二
条
の
二
）。

（

）
海
洋
汚
染
防
止
法
は
、
船
舶
所
有
者
の
定
義
規
定
を
置
か
ず
に
、
同
法
五
条
一
項
か
っ
こ
書
き
で
「
当
該
船
舶
が
共
有
さ
れ
て
い
る

18と
き
は
船
舶
管
理
人
、
当
該
船
舶
が
貸
し
渡
さ
れ
て
い
る
と
き
は
船
舶
借
入
人
。
以
下
同
じ
。」
と
規
定
と
す
る
。
さ
ら
に
、
海
洋
汚

染
・
海
上
災
害
防
止
法
研
究
会
編
・
前
掲
注
(
)解
説
一
六
八
頁
に
よ
れ
ば
、
船
舶
所
有
者
と
は
、「
船
舶
が
共
有
さ
れ
て
い
る
と
き
は

7

船
舶
管
理
人
、
船
舶
が
貸
し
渡
さ
れ
て
い
る
と
き
は
船
舶
借
入
人
で
あ
る
。
裸
傭
船
契
約
の
傭
船
者
は
、
船
舶
借
入
人
と
し
て
防
除
措
置

義
務
者
と
な
る
が
、
定
期
及
び
航
海
傭
船
契
約
の
と
き
は
船
主
が
防
除
措
置
義
務
者
と
な
る
。
再
傭
船
契
約
の
と
き
も
当
該
契
約
の
内
容

が
裸
傭
船
契
約
か
定
期
及
び
航
海
傭
船
契
約
か
の
区
分
に
よ
り
前
記
と
同
様
に
考
え
れ
ば
よ
い
。」
と
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
船
舶
賃

借
人
は
一
般
に
は
裸
傭
船
者
を
意
味
し
、
船
長
・
船
員
が
船
主
に
よ
り
選
任
さ
れ
船
主
の
指
揮
監
督
下
に
あ
る
と
さ
れ
る
定
期
傭
船
者
と
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は
異
な
る
（
小
林
登
「
船
舶
運
航
の
主
体
と
補
助
者
」
落
合
誠
一
＝
江
頭
憲
治
郎
編
集
代
表
『
日
本
海
法
会
創
立
百
周
年
祝
賀
・
海
法
大

系
』（
株
式
会
社
商
事
法
務
、
二
〇
〇
三
年
）
八
頁
お
よ
び
同
「
定
期
傭
船
契
約
の
法
的
諸
問
題
」
法
教
一
二
〇
号
（
一
九
九
〇
年
）
一

一
〇
頁
参
照
）。
そ
の
意
味
で
、
裸
傭
船
者
と
定
期
傭
船
者
と
で
法
的
取
り
扱
い
を
異
に
す
る
こ
と
に
は
一
定
の
根
拠
が
認
め
ら
れ
る
。

た
だ
、
定
期
傭
船
者
の
契
約
法
上
な
い
し
不
法
行
為
法
上
の
責
任
（
商
法
七
〇
四
条
一
項
の
適
用
な
い
し
類
推
適
用
の
可
否
）
に
つ
い
て

は
海
商
法
の
分
野
で
議
論
さ
れ
て
き
た
問
題
点
で
あ
る
と
こ
ろ
（
小
林
登
・
前
掲
海
法
大
系
一
〇
頁
参
照
）、
こ
の
よ
う
な
議
論
は
、
定

期
傭
船
者
の
海
洋
汚
染
防
止
法
に
基
づ
く
防
除
措
置
義
務
の
有
無
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
検
討

は
別
稿
に
譲
る
こ
と
と
し
た
い
。

（

）
防
除
措
置
義
務
違
反
に
対
し
て
罰
則
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
応
急
措
置
義
務
と
異
な
り
、
例
外
的
に
防
除
措
置
を
履
行
し
な

19く
て
も
よ
い
場
合
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
措
置
を
履
行
す
る
か
ど
う
か
、
履
行
す
る
と
し
て
そ
の
適
切
な
内
容
の
判
断
に
困
難
を
伴
う
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
海
上
保
安
庁
長
官
の
命
令
（
海
洋
汚
染
防
止
法
三
九
条
三
項
）
の
違
反
を
待
っ
て
、
罰
則
（
同
法
五
五
条

一
項
一
三
号
）
を
課
す
る
こ
と
に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
海
洋
汚
染
・
海
上
災
害
防
止
法
研
究
会
編
・
前
掲
注
(
)解
説
一

7

六
八
頁
参
照
。

（

）
「
こ
の
中
に
は
、
全
く
防
除
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
場
合
の
ほ
か
、
防
除
措
置
が
一
部
実
施
さ
れ
て
い
て
も
不
十
分
で
あ
る
場
合
も

20含
ま
れ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
海
洋
汚
染
・
海
上
災
害
防
止
法
研
究
会
編
・
前
掲
注
(
)解
説
一
六
八
頁
。

7

（

）
海
洋
汚
染
・
海
上
災
害
防
止
法
研
究
会
編
・
前
掲
注
(
)解
説
一
六
七
頁
。

21

7

（

）
費
用
と
は
、
当
該
措
置
の
た
め
に
滅
失
し
た
器
具
お
よ
び
消
費
し
た
消
耗
品
の
価
格
に
相
当
す
る
費
用
、
当
該
措
置
の
た
め
に
使
用

22し
た
器
具
が
修
理
し
て
も
使
用
不
能
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
器
具
の
価
格
か
ら
残
存
価
格
を
差
し
引
い
た
金
額
に
相
当
す
る
費
用
、

当
該
措
置
の
た
め
に
使
用
し
た
器
具
の
洗
浄
お
よ
び
修
理
に
要
し
た
費
用
、
当
該
措
置
の
た
め
に
使
用
し
た
器
具
の
借
料
、
排
出
さ
れ
た

油
の
除
去
等
を
他
に
委
託
し
た
場
合
の
当
該
委
託
料
、
当
該
措
置
の
た
め
に
特
に
要
し
た
船
舶
運
航
費
、
人
件
費
そ
の
他
の
費
用
を
い
う

（
海
洋
汚
染
防
止
法
施
行
規
則
三
五
条
）。

（

）
船
舶
油
濁
損
害
に
関
す
る
関
係
法
令
・
条
約
集
と
し
て
、
公
益
財
団
法
人
日
本
海
事
セ
ン
タ
ー
編
『
船
舶
油
濁
損
害
賠
償
保
障
関
係

23法
令
・
条
約
集
』（
成
山
堂
書
店
、
二
〇
一
一
年
）
参
照
。

（

）
InternationalConvention
on
CivilLiability
forO
ilPollution
D
am
age,1969.な
お
、
一
九
七
六
年
議
定
書
（
一
九
八
一
年

24
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発
効
）、
一
九
九
二
年
議
定
書
（
一
九
九
六
年
発
効
）、
二
〇
〇
〇
年
簡
易
改
正
（
二
〇
〇
三
年
発
効
）
に
よ
っ
て
改
定
さ
れ
て
い
る
。

（

）
InternationalConvention
on
the
Establishm
ent
of
an
InternationalFund
for
Com
pensation
for
O
ilPollution

25D
am
age,1971.な
お
、
一
九
七
六
年
議
定
書
（
一
九
九
四
年
発
効
）、
一
九
九
二
年
議
定
書
（
一
九
九
六
年
発
効
）、
二
〇
〇
〇
年
簡
易

改
正
（
二
〇
〇
三
年
発
効
）
に
よ
っ
て
改
定
さ
れ
て
お
り
、
二
〇
〇
三
年
議
定
書
（
二
〇
〇
五
年
発
効
）
に
よ
っ
て
国
際
油
濁
補
償
追
加

基
金
が
設
立
さ
れ
た
。

（

）
Ｃ
Ｌ
Ｃ
お
よ
び
Ｆ
Ｃ
な
ら
び
に
油
濁
損
害
賠
償
法
の
制
定
・
改
正
経
緯
や
制
度
内
容
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
お
い
て
論
じ
た
の
で
、

26こ
こ
で
は
詳
述
し
な
い
。
拙
稿
「
バ
ン
カ
ー
条
約
の
発
効
と
一
般
船
舶
に
よ
る
油
濁
損
害
の
補
償
制
度
に
つ
い
て
の
考
察
」
海
事
法
二
〇

二
号
（
二
〇
〇
九
年
二
月
）
二
七
頁
以
下
、
同
「
船
舶
油
濁
損
害
に
お
け
る
環
境
損
害
の
賠
償
・
補
償
制
度
に
関
す
る
考
察
（
一
）

（
二
・
完
）」
長
崎
大
学
総
合
環
境
研
究
第
一
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
〇
年
六
月
）
一
頁
以
下
、
同
第
一
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
〇
年
一
〇

月
）
一
頁
以
下
参
照
。
本
章
の
㈠
の
記
述
は
、
同
第
一
三
巻
第
一
号
一
頁
な
い
し
二
頁
に
拠
っ
て
、
こ
れ
を
一
部
修
正
・
加
筆
し
た

も
の
で
あ
り
、
本
章
の
㈡
の
記
述
は
、
海
事
法
二
〇
二
号
三
一
頁
な
い
し
三
四
頁
に
拠
っ
て
、
こ
れ
を
修
正
・
加
筆
し
た
も
の
で
あ

る
。

（

）
InternationalConvention
on
CivilLiability
for
Bunker
O
ilPollution
D
am
age,2001.さ
ら
に
詳
細
な
条
約
の
成
立
経
緯

27の
説
明
に
つ
い
て
は
、
See
Chao
W
u,Liability
and
Com
pensation
for
Bunker
Pollution,33
J.M
A
R.L.&
CO
M
.553,at

554-555（
2002）.バ
ン
カ
ー
条
約
の
解
説
に
つ
い
て
は
、
井
口
俊
明
「『
二
〇
〇
一
年
バ
ン
カ
ー
油
に
よ
る
汚
染
損
害
の
賠
償
に
関
す

る
条
約
』
に
つ
い
て
」
海
事
法
一
七
六
号
（
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
）
二
頁
以
下
参
照
。

（

）
バ
ン
カ
ー
条
約
と
油
濁
損
害
賠
償
法
の
比
較
や
制
度
内
容
の
説
明
に
つ
い
て
は
、
藤
澤
一
郎
「
バ
ン
カ
ー
条
約
の
発
効
に
際
し
て
」

28海
運
九
七
四
号
（
二
〇
〇
八
年
一
一
月
）
三
七
頁
以
下
お
よ
び
拙
稿
・
前
掲
注
(
)海
事
法
二
〇
二
号
三
一
頁
以
下
参
照
。

26

（

）
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｃ
Ｌ
Ｃ
の
場
合
に
は
責
任
当
事
者
が
船
舶
所
有
者
に
集
中
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
点
は
Ｃ
Ｌ
Ｃ
と
の
相
違
点
で
あ

29る
。
Ｃ
Ｌ
Ｃ
が
責
任
当
事
者
を
船
舶
所
有
者
に
集
中
さ
せ
て
い
る
の
は
、
油
濁
被
害
者
に
と
っ
て
責
任
を
追
及
す
る
相
手
方
を
容
易
に
確

認
で
き
請
求
し
易
く
す
る
と
い
う
こ
と
と
、
船
舶
へ
の
保
険
の
重
複
を
避
け
る
こ
と
な
ど
が
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
水
上
千
之

「
船
舶
起
因
油
濁
損
害
に
対
す
る
民
事
責
任
（
二
・
完
）」
広
法
一
一
巻
二
号
（
一
九
八
八
年
）
九
一
頁
お
よ
び
九
五
頁
。

（

）
た
だ
し
、
九
二
Ｃ
Ｌ
Ｃ
七
条
一
項
で
は
、
締
約
国
に
登
録
さ
れ
、
か
つ
、
二
〇
〇
〇
ト
ン
を
超
え
る
ば
ら
積
み
の
油
を
貨
物
と
し
て

30
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輸
送
し
て
い
る
船
舶
所
有
者
に
対
し
て
保
険
そ
の
他
の
金
銭
上
の
保
証
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
バ
ン
カ
ー
条
約
七
条
一
項

で
は
、
締
約
国
に
登
録
さ
れ
た
総
ト
ン
数
一
〇
〇
〇
ト
ン
を
超
え
る
船
舶
の
所
有
者
に
保
険
そ
の
他
の
金
銭
上
の
保
証
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
る
と
い
う
相
違
点
は
あ
る
。

（

）
藤
田
友
敬
「
海
洋
環
境
汚
染
」
前
掲
注
(
)海
法
大
系
一
〇
一
頁
参
照
。

31

18

（

）
国
土
交
通
省
「
油
濁
損
害
賠
償
保
障
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
」（
二
〇
〇
四
年
二
月
二
三
日
）
<http://w
w
w
.

32m
lit.go.jp/kisha/kisha04/10/100223_.htm
l>。

（

）
同
法
は
船
舶
賃
借
人
の
定
義
規
定
を
置
い
て
い
な
い
が
、
船
舶
賃
借
人
は
一
般
に
は
裸
傭
船
契
約
の
傭
船
者
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て

33い
る
。
小
林
登
・
前
掲
注
(
)海
法
大
系
八
頁
参
照
。
そ
う
す
る
と
、
定
期
傭
船
者
は
、
油
濁
損
害
賠
償
法
に
基
づ
く
一
般
船
舶
油
濁
損

18

害
に
係
る
賠
償
責
任
を
負
わ
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
（
我
が
国
は
批
准
し
て
い
な
い
が
、
バ
ン
カ
ー
条
約
一
条
三
項
に
お
い
て
も
船
主
の

定
義
の
中
に
、
bareboatcharterer（
裸
傭
船
者
）
を
明
確
に
規
定
し
て
い
る
。）。
し
か
し
な
が
ら
、「
本
邦
判
例
で
は
定
期
傭
船
者
に

船
舶
賃
借
人
と
同
等
の
責
任
を
課
す
る
場
合
が
あ
り
、
今
後
燃
料
油
汚
染
損
害
に
つ
き
定
期
傭
船
者
が
船
舶
所
有
者
・
船
舶
賃
借
人
と
連

帯
し
て
無
過
失
責
任
を
問
わ
れ
る
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
。」
と
の
指
摘
が
あ
る
。
藤
澤
一
郎
「
一
般
貨
物
船
等
の
燃
料
油
汚
染
責
任

と
船
骸
撤
去
責
任
に
関
す
る
新
た
な
法
制
」
海
運
九
二
三
号
（
二
〇
〇
四
年
八
月
）
五
〇
頁
。
こ
の
点
、
定
期
傭
船
者
の
衝
突
責
任
（
商

法
七
〇
四
条
一
項
の
適
用
な
い
し
類
推
適
用
の
可
否
）
に
つ
い
て
、
小
林
登
・
前
掲
注
(
)海
法
大
系
一
一
頁
に
よ
れ
ば
、
学
説
上
は
肯

18

定
説
（
多
数
説
）
と
否
定
説
（
少
数
説
）
の
両
説
が
あ
り
、
裁
判
例
は
、
東
京
地
判
昭
和
四
九
年
六
月
一
七
日
判
時
七
四
八
号
七
七
頁
、

大
阪
地
判
昭
和
五
八
年
八
月
一
二
日
判
タ
五
一
九
号
一
八
九
頁
、
最
判
平
成
四
年
四
月
二
八
日
判
タ
七
八
六
号
一
四
二
頁
が
、
商
法
七
〇

四
条
の
適
用
な
い
し
類
推
適
用
に
よ
っ
て
定
期
傭
船
者
の
衝
突
責
任
を
肯
定
し
た
。
本
稿
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
詳
述
し
な
い
が

（
定
期
傭
船
契
約
の
法
的
性
質
論
お
よ
び
衝
突
責
任
な
ど
に
関
す
る
学
説
を
整
理
し
た
近
時
の
論
稿
と
し
て
、
山
本
憲
光
「
定
期
傭
船
契

約
に
お
け
る
船
主
・
傭
船
者
と
第
三
者
と
の
関
係
」
海
事
法
二
一
〇
号
（
二
〇
一
一
年
）
二
頁
以
下
参
照
）、
一
般
船
舶
油
濁
損
害
に
つ

い
て
も
、
こ
れ
と
同
様
の
議
論
が
妥
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
前
記
最
高
裁
平
成
四
年
四
月
二
八
日
判
決
は
、
定
期
傭
船
者
は
船
舶
の
航

行
の
過
失
に
よ
る
衝
突
の
損
害
に
つ
い
て
、
商
法
七
〇
四
条
一
項
の
類
推
適
用
に
よ
る
船
舶
所
有
者
と
同
一
の
損
害
賠
償
義
務
を
負
う
と

し
た
。
た
だ
し
、
同
判
決
は
原
審
の
確
定
し
た
事
実
関
係
（「
各
船
舶
は
、
専
属
的
に
上
告
人
（
定
期
傭
船
者
）
営
業
の
運
送
に
従
事
し
、

そ
の
煙
突
に
は
、
上
告
人
の
マ
ー
ク
が
表
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
運
航
に
つ
い
て
は
、
上
告
人
が
日
常
的
に
具
体
的
な
指
示
命
令
を
発
し
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て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
上
告
人
と
し
て
は
、
各
船
舶
を
上
告
人
の
企
業
組
織
の
一
部
と
し
て
、
右
契
約
の
期
間
中
日
常
的
に
指
揮
監
督
し

な
が
ら
、
継
続
的
か
つ
排
他
的
、
独
占
的
に
使
用
し
て
、
上
告
人
の
事
業
に
従
事
さ
せ
て
い
た
」（
括
弧
内
筆
者
注
記
））
の
下
に
お
い
て
、

上
告
人
は
船
舶
所
有
者
と
同
様
の
企
業
主
体
と
し
て
の
経
済
的
実
体
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
、
落
合
誠
一
教

授
に
よ
る
以
下
の
指
摘
が
重
要
で
あ
る
。「
こ
こ
で
慎
重
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
は
、
定
期
傭
船
者
と
船
長
以
下
の
船
員
と
の
関
係
が
、
船

舶
所
有
者
と
船
員
と
の
関
係
あ
る
い
は
船
舶
賃
借
人
と
船
員
と
の
関
係
に
比
肩
し
う
る
か
で
あ
る
。
こ
の
検
討
に
お
い
て
は
、
定
期
傭
船

契
約
の
法
的
性
質
決
定
は
む
し
ろ
不
要
で
あ
っ
て
、
定
期
傭
船
者
が
当
該
の
具
体
的
な
事
実
関
係
に
お
い
て
他
人
の
行
為
に
よ
る
不
法
行

為
責
任
を
負
担
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
程
度
の
指
揮
監
督
関
係
を
船
員
に
対
し
て
有
し
て
い
た
か
の
探
究
こ
そ
が
重
要
か
つ
不
可
欠
で
あ

る
」（
落
合
誠
一
「
定
期
傭
船
者
と
衝
突
責
任
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
一
号
商
法
（
保
険
・
海
商
）
判
例
百
選
〔
第
二
版
〕（
一
九
九
三

年
）
一
五
七
頁
）。
ま
た
、
小
林
登
教
授
に
よ
る
以
下
の
指
摘
が
重
要
で
あ
る
。「
本
判
決
に
つ
い
て
最
も
注
目
す
べ
き
点
は
、
従
来
の
多

く
の
判
決
が
、
定
期
傭
船
契
約
の
法
的
性
質
論
か
ら
直
接
的
に
結
論
を
導
く
や
り
か
た
を
排
し
、
契
約
の
実
体
的
内
容
に
立
ち
入
っ
て
判

断
を
行
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。」（
小
林
登
・
前
掲
注
(
)海
法
大
系
一
二
頁
）。

18

筆
者
は
、
定
期
傭
船
契
約
の
法
的
性
質
論
に
拘
泥
し
な
い
前
記
最
高
裁
判
決
の
判
断
ア
プ
ロ
ー
チ
は
妥
当
と
考
え
て
お
り
、
定
期
傭
船

者
の
一
般
船
舶
油
濁
損
害
賠
償
責
任
に
つ
い
て
は
、
油
濁
損
害
賠
償
法
が
、
一
般
船
舶
油
濁
損
害
の
責
任
主
体
を
船
舶
所
有
者
と
船
舶
賃

借
人
と
広
く
規
定
し
た
の
は
、
船
舶
利
用
に
つ
い
て
船
舶
所
有
者
と
同
様
の
経
済
的
実
体
を
有
し
て
い
る
者
に
賠
償
責
任
を
課
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
油
濁
被
害
者
の
保
護
を
確
保
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、
直
截
に
定
期
傭
船
者

の
一
般
船
舶
油
濁
損
害
賠
償
責
任
を
肯
定
す
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
が
、
船
舶
利
用
の
実
体
に
照
ら
し
、
定
期
傭
船
者
が
「
船
舶
所
有
者

と
同
様
の
企
業
主
体
と
し
て
の
経
済
的
実
体
を
有
し
」（
前
記
最
高
裁
判
決
判
タ
七
八
六
号
一
四
四
頁
参
照
）
て
い
れ
ば
、
一
般
船
舶
油

濁
損
害
の
場
合
に
も
、
同
条
の
類
推
適
用
に
よ
っ
て
、
定
期
傭
船
者
の
一
般
船
舶
油
濁
損
害
賠
償
責
任
を
肯
定
す
る
こ
と
は
可
能
と
考
え

る
。

（

）
改
正
前
油
濁
損
害
賠
償
法
一
〇
条
は
、
船
舶
所
有
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
は
、
油
濁
損
害
が
生
じ
た
日
か
ら
三
年
以
内
ま
た

34は
当
該
油
濁
損
害
の
原
因
と
な
っ
た
最
初
の
事
実
が
生
じ
た
日
か
ら
六
年
以
内
に
裁
判
上
の
請
求
が
な
さ
れ
な
い
と
き
は
消
滅
す
る
旨
を

規
定
し
て
い
た
。
改
正
後
の
油
濁
損
害
賠
償
法
一
〇
条
も
タ
ン
カ
ー
油
濁
損
害
に
つ
い
て
同
様
に
規
定
す
る
。
他
方
、
一
般
船
舶
油
濁
損

害
に
つ
い
て
は
、
油
濁
損
害
賠
償
法
は
時
効
に
関
す
る
規
定
を
置
い
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
一
般
原
則
に
戻
り
民
法
七
二
四
条
（
損
害
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お
よ
び
加
害
者
を
知
っ
た
時
か
ら
三
年
ま
た
は
不
法
行
為
の
時
か
ら
二
〇
年
）
が
適
用
さ
れ
る
と
の
考
え
方
と
、
タ
ン
カ
ー
油
濁
損
害
と

一
般
船
舶
油
濁
損
害
と
に
差
異
が
生
じ
る
べ
き
で
な
い
と
し
て
油
濁
損
害
賠
償
法
一
〇
条
が
準
用
さ
れ
る
と
の
考
え
方
が
あ
り
得
る
。
民

法
七
二
四
条
を
適
用
す
る
方
が
油
濁
被
害
者
の
保
護
に
資
す
る
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
時
効
に
つ
い
て
タ
ン
カ
ー
油
濁
損
害
と
一
般
船
舶

油
濁
損
害
と
で
被
害
者
保
護
に
差
異
を
生
ず
べ
き
合
理
的
根
拠
を
見
出
し
に
く
い
。
従
っ
て
、
一
般
船
舶
油
濁
損
害
に
も
油
濁
損
害
賠
償

法
一
〇
条
が
準
用
さ
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

（

）
タ
ン
カ
ー
油
濁
損
害
の
賠
償
・
補
償
範
囲
に
つ
い
て
は
、
谷
川
久
「
油
濁
損
害
の
賠
償
・
補
償
の
範
囲
」
小
室
直
人
＝
本
間
輝
雄
＝

35古
瀬
村
邦
夫
編
『
企
業
と
法
（
西
原
寛
一
先
生
追
悼
論
文
集
）（
下
）』（
有
斐
閣
、
一
九
九
五
年
）
三
三
五
頁
以
下
、
同
「
油
濁
損
害
賠

償
保
障
法
に
つ
い
て
（
上
）」
ジ
ュ
リ
六
〇
七
号
（
一
九
七
六
年
）
一
〇
六
頁
お
よ
び
一
〇
七
頁
参
照
。

（

）
タ
ン
カ
ー
油
濁
損
害
に
係
る
防
止
軽
減
措
置
に
つ
い
て
は
、
小
川
洋
一
「
油
濁
損
害
の
防
除
措
置
費
用
に
つ
い
て
の
補
償
」
海
上
防

36災
一
一
七
号
（
二
〇
〇
三
年
）
五
頁
以
下
参
照
。

（

）
See
IO
PC
Funds,
Claim
s
M
anual（
D
ec.
2008
ed.）,
at
27,
available
at
http://w
w
w
.iopcfund.org/npdf/

372008%
20claim
s%
20m
anual_e.pdf（
lastvisited
on
O
ct.31,2011）.

（

）
See
Id.,at28.

38
（

）
See
Id.,at13.

39
（

）
See
Id.

40
（

）
国
際
油
濁
補
償
基
金
に
よ
る
タ
ン
カ
ー
油
濁
損
害
の
補
償
範
囲
は
、「
多
分
、
従
来
の
何
れ
の
国
に
お
け
る
不
法
行
為
に
基
づ
く
損

41害
賠
償
基
準
に
比
較
し
て
も
、
極
め
て
広
汎
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
さ
れ
る
。
谷
川
・
前
掲
注
(
)企
業
と
法
三
四
九
頁
。

35

（

）
同
制
度
の
解
説
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
時
岡
泰
・
谷
川
久
・
相
良
朋
紀
『
逐
条
船
主
責
任
制
限
法
・
油
濁
損
害
賠
償
保
障
法
』

42（
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
七
九
年
）、
稲
葉
威
雄
・
寺
田
逸
郎
『
船
舶
の
所
有
者
等
の
責
任
の
制
限
に
関
す
る
法
律
の
解
説
』（
法
曹
会
、

一
九
八
九
年
）、
江
頭
憲
治
郎
「
船
舶
の
所
有
者
等
の
責
任
の
制
限
に
関
す
る
法
律
│
│
実
体
法
上
の
問
題
│
│
」
ジ
ュ
リ
六
〇
六
号

（
一
九
七
六
年
）
七
〇
頁
、
稲
葉
威
雄
「
船
主
責
任
制
限
制
度
の
改
正
│
│
船
主
責
任
制
限
法
お
よ
び
油
濁
損
害
賠
償
保
障
法
に
つ
い
て

│
│
（
海
洋
汚
染
の
現
代
的
諸
問
題
〈
特
集
〉）」
環
境
法
七
号
（
一
九
七
七
年
）
四
六
頁
、
谷
川
久
「
船
主
責
任
制
限
法
の
改
正
（
一
）

（
二
・
完
）」
ジ
ュ
リ
七
七
一
号
（
一
九
八
二
年
）
九
〇
頁
・
七
七
二
号
（
一
九
八
二
年
）
一
八
三
頁
、
久
留
島
隆
「
船
主
責
任
制
限
法
の
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改
正
と
問
題
点
」
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
編
『
慶
應
義
塾
創
立
一
二
五
年
記
念
論
文
集
』（
一
九
八
三
年
）
三
二
三
頁
、
清
水
響
「
一
九

七
六
年
の
海
事
債
権
に
つ
い
て
の
責
任
の
制
限
に
関
す
る
条
約
を
改
正
す
る
一
九
九
六
年
の
議
定
書
に
つ
い
て
」
海
法
会
誌
復
刊
四
〇
号

（
一
九
九
六
年
）
二
三
頁
、
重
田
晴
生
「
船
主
責
任
制
限
制
度
」
前
掲
注
(
)海
法
大
系
三
〇
頁
、
小
林
登
「
船
主
責
任
制
限
法
三
条
一

18

項
の
責
任
制
限
債
権
に
関
す
る
一
考
察
」
小
塚
荘
一
郎
＝
高
橋
美
加
編
『
商
事
法
へ
の
提
言
│
│
落
合
誠
一
先
生
還
暦
記
念
』（
商
事
法

務
、
二
〇
〇
四
年
）
八
一
一
頁
等
参
照
。
本
章
の
㈠
お
よ
び
㈡
の
記
述
は
、
拙
稿
・
前
掲
注
(
)長
崎
大
学
総
合
環
境
研
究
第
一
三
巻
第

26

一
号
三
頁
お
よ
び
五
頁
に
拠
っ
て
、
こ
れ
を
一
部
修
正
・
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

（

）
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
は
、
一
八
五
一
年
に
the
Lim
itation
ofShipow
ners’Liability
A
ct（
46
U
.S.C.§§

43183
etseq.）
が
制
定
さ
れ
た
。

（

）
See
T
H
O
M
A
S
J.SH
O
EN
BA
U
M
,A
D
M
IRA
LT
Y
A
N
D
M
A
RIT
IM
E
LA
W
,at804（
4th
ed.2004）.船
主
責
任
制
限
制

44度
の
根
拠
に
関
す
る
解
説
に
つ
い
て
は
、
時
岡
・
谷
川
・
相
良
・
前
掲
注
(
)七
頁
な
い
し
八
頁
参
照
。
な
お
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、

42

船
主
責
任
制
限
法
第
二
章
の
規
定
が
財
産
権
を
保
障
す
る
憲
法
二
九
条
に
違
反
す
る
と
争
わ
れ
た
事
件
が
あ
る
が
、
最
決
昭
和
五
五
年
一

一
月
五
日
判
タ
四
二
八
号
一
八
〇
頁
は
、（
１
）
沿
革
的
理
由
、（
２
）
海
運
業
の
国
際
性
、（
３
）
同
法
の
合
理
性
を
根
拠
に
、
船
主
責

任
制
限
制
度
は
、
憲
法
二
九
条
一
項
お
よ
び
二
項
に
違
反
し
な
い
旨
を
判
示
し
た
。

（

）
T
he
InternationalConvention
Relating
to
the
Lim
itation
ofthe
Liability
ofO
w
ners
ofSeagoing
Ships,1957.

45
（

）
T
he
InternationalConvention
on
Lim
itation
ofLiability
for
M
aritim
e
Claim
s,1976.さ
ら
に
、
一
九
九
六
年
議
定
書

46（
二
〇
〇
四
年
五
月
発
効
）
に
よ
っ
て
、
責
任
限
度
額
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
。
See
IM
O
,Convention
on
Lim
itation
ofLiability
for

M
aritim
e
Claim
,available
at
http://w
w
w
.im
o.org/A
bout/Conventions/ListO
fConventions/Pages/Convention-on-

Lim
itation-of-Liability-for-M
aritim
e-Claim
s-(LLM
C).aspx（
lastvisited
on
O
ct.31,2011）.

（

）
See
Id.

47
（

）
稲
葉
・
前
掲
注
(
)環
境
法
四
七
頁
な
い
し
四
八
頁
。
立
法
経
緯
に
関
す
る
解
説
に
つ
い
て
は
、
時
岡
・
谷
川
・
相
良
・
前
掲
注

48

42

(
)逐
条
九
頁
な
い
し
一
五
頁
等
も
参
照
。

42

（

）
時
岡
・
谷
川
・
相
良
・
前
掲
注
(
)逐
条
五
頁
な
い
し
七
頁
、
稲
葉
・
前
掲
注
(
)環
境
法
四
七
頁
参
照
。

49

42

42

（

）
同
議
定
書
に
よ
る
改
正
点
に
つ
い
て
は
、
清
水
・
前
掲
注
(
)二
六
頁
な
い
し
二
九
頁
参
照
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
同
議
定
書
に
よ
る

50

42
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改
正
点
の
概
要
と
し
て
、
責
任
限
度
額
の
引
き
上
げ
を
含
み
五
点
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（

）
二
〇
〇
五
年
の
改
正
に
係
る
法
律
要
綱
案
に
つ
い
て
は
、
法
務
省
「
船
舶
の
所
有
者
等
の
責
任
の
制
限
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

51正
す
る
法
律
案
要
綱
」
参
照
。

（

）
船
舶
所
有
者
、
船
舶
賃
借
人
お
よ
び
傭
船
者
な
ら
び
に
法
人
で
あ
る
こ
れ
ら
の
者
の
無
限
責
任
社
員
を
い
う
（
同
法
二
条
一
項
二

52号
）。

（

）
救
助
活
動
に
直
接
関
連
す
る
役
務
を
提
供
す
る
者
を
い
う
（
同
法
二
条
一
項
二
号
の
二
）。

53
（

）
船
舶
所
有
者
等
ま
た
は
救
助
者
の
被
用
者
そ
の
他
の
者
で
、
そ
の
者
の
行
為
に
つ
き
船
舶
所
有
者
等
ま
た
は
救
助
者
が
責
め
に
任
ず

54べ
き
も
の
を
い
う
（
同
法
二
条
一
項
三
号
）。

（

）
船
舶
所
有
者
等
も
し
く
は
救
助
者
ま
た
は
そ
の
被
用
者
等
が
、
そ
の
責
任
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
債
権
を
い
う
（
同
法
二
条
一

55項
四
号
）。

（

）
制
限
債
権
の
う
ち
人
の
生
命
ま
た
は
身
体
が
害
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
損
害
に
基
づ
く
債
権
で
旅
客
の
損
害
に
関
す
る
債
権
以
外
の
債

56権
を
い
う
（
同
法
二
条
一
項
五
号
）。

（

）
制
限
債
権
の
う
ち
人
の
損
害
に
関
す
る
債
権
以
外
の
債
権
を
い
う
（
同
法
二
条
一
項
六
号
）。

57
（

）
海
上
旅
客
運
送
契
約
に
よ
り
船
舶
で
運
送
さ
れ
る
旅
客
又
は
海
上
物
品
運
送
契
約
に
よ
り
船
舶
で
運
送
さ
れ
る
車
両
も
し
く
は
生
動

58物
と
と
も
に
乗
船
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
者
の
生
命
ま
た
は
身
体
が
害
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
損
害
に
基
づ
く
当
該
船
舶
の
船
舶
所
有
者

等
ま
た
は
そ
の
被
用
者
等
に
対
す
る
債
権
を
い
う
（
同
法
二
条
一
項
六
号
の
二
）。
な
お
、
二
〇
〇
五
年
改
正
に
よ
り
、
船
舶
所
有
者
等

ま
た
は
そ
の
被
用
者
等
は
、
旅
客
の
損
害
に
関
す
る
債
権
に
つ
い
て
は
、
責
任
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
（
同
法
三

条
四
項
）。

（

）
稲
葉
・
前
掲
注
(
)環
境
法
五
一
頁
、
重
田
・
前
掲
注
(
)海
法
体
系
五
八
頁
参
照
。

59

42

42

（

）
Ｓ
Ｄ
Ｒ
と
は
、
特
別
引
出
権
（
SpecialD
raw
ing
Rights）
を
意
味
し
、
国
際
通
貨
基
金
そ
の
他
の
国
際
機
関
に
お
い
て
計
算
単

60位
と
し
て
使
用
さ
れ
る
。
一
単
位
が
一
Ｓ
Ｄ
Ｒ
に
相
当
す
る
金
額
で
あ
る
（
船
主
責
任
制
限
法
二
条
一
項
七
号
）。
一
Ｓ
Ｄ
Ｒ
の
価
値
は
、

国
際
通
貨
基
金
に
よ
り
毎
日
掲
示
さ
れ
る
。
SeeInternationalM
onetary
Fund,SD
RsperCurrency
unitand
Currency
units

perSD
R
lastfive
days,available
athttp://w
w
w
.im
f.org/external/np/fin/data/rm
s_five.aspx（
lastvisited
on
A
ug.31,
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2011）.こ
れ
に
よ
る
と
、
二
〇
一
一
年
八
月
三
〇
日
現
在
、
一
Ｓ
Ｄ
Ｒ
は
一
二
三
円
（
小
数
点
以
下
切
り
捨
て
）
と
さ
れ
て
い
る
。
特

別
引
出
権
表
示
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
稲
葉
・
寺
田
・
前
掲
注
(
)解
説
七
三
頁
お
よ
び
七
四
頁
参
照
。

42

（

）
な
お
、
同
条
二
項
は
、
人
の
損
害
に
関
す
る
債
権
と
物
の
損
害
に
関
す
る
債
権
が
併
存
す
る
場
合
に
限
り
適
用
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い

61る
。
重
田
・
前
掲
注
(
)海
法
体
系
六
五
頁
参
照
。

42

（

）
稲
葉
・
寺
田
・
前
掲
注
(
)解
説
一
六
〇
頁
、
重
田
・
前
掲
注
(
)海
法
体
系
五
八
頁
お
よ
び
五
九
頁
参
照
。

62

42

42

（

）
拙
稿
・
前
掲
注
(
)海
事
法
二
〇
二
号
三
五
頁
参
照
。
な
お
、
バ
ン
カ
ー
条
約
の
成
立
過
程
に
お
い
て
も
、
燃
料
油
に
よ
る
汚
染
損

63

26

害
に
つ
い
て
固
有
の
責
任
制
限
制
度
の
創
設
は
議
論
さ
れ
た
が
、
採
用
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
背
景
の
一
つ
と
し
て
、
海
事
債
権
責

任
制
限
条
約
に
係
る
一
九
九
六
年
議
定
書
に
よ
る
責
任
限
度
額
の
引
き
上
げ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
See
W
u,supra
note
27,at564.

た
だ
、
我
が
国
に
お
い
て
は
船
主
責
任
制
限
法
七
条
一
項
一
号
に
基
づ
き
制
限
債
権
が
物
の
損
害
に
関
す
る
債
権
の
み
と
し
て
責
任
制
限

に
か
か
っ
た
場
合
に
は
、
同
項
二
号
の
場
合
に
比
し
て
油
濁
被
害
者
の
保
護
に
十
分
と
言
え
る
か
疑
問
な
し
と
は
言
え
な
い
。

（

）
LEG
97/8/5（
O
ctober
8,2010）.

64
（

）
責
任
制
限
手
続
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
時
岡
・
谷
川
・
相
良
・
前
掲
注
(
)逐
条
七
一
頁
以
下
（
特
に
七
七
頁
の
図
解
）（
本
文
に

65

42

お
け
る
手
続
の
各
項
目
に
つ
い
て
は
概
ね
同
七
一
頁
な
い
し
七
六
頁
に
拠
っ
た
）
お
よ
び
稲
葉
・
寺
田
・
前
掲
注
(
)解
説
一
六
八
頁
以

42

下
参
照
。

（

）
船
舶
ま
た
は
救
助
船
舶
が
（
日
本
）
船
籍
を
有
す
る
と
き
は
、
船
籍
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
が
管
轄
裁
判
所
と
な
る

66（
同
法
九
条
一
号
）。
船
舶
ま
た
は
救
助
船
舶
が
（
日
本
）
船
籍
を
有
し
な
い
と
き
（
例
え
ば
、
外
国
船
籍
の
場
合
な
ど
）
は
、
申
立
人
の

普
通
裁
判
籍
の
所
在
地
、
事
故
発
生
地
、
事
故
後
に
当
該
船
舶
が
最
初
に
到
達
し
た
地
ま
た
は
制
限
債
権
（
物
の
損
害
に
関
す
る
債
権
の

み
に
つ
い
て
の
責
任
制
限
手
続
に
あ
っ
て
は
人
の
損
害
に
関
す
る
債
権
を
除
く
）
に
基
づ
き
申
立
人
の
財
産
に
対
し
て
差
押
え
も
し
く
は

仮
差
押
え
の
執
行
が
さ
れ
た
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
が
管
轄
裁
判
所
と
な
る
（
同
条
二
号
）。
救
助
船
舶
に
係
る
救
助
者
等
以
外
の

救
助
者
等
が
責
任
制
限
す
る
と
き
は
、
申
立
人
の
普
通
裁
判
籍
の
所
在
地
、
事
故
発
生
地
ま
た
は
制
限
債
権
に
基
づ
き
申
立
人
の
財
産
に

対
し
て
差
押
え
も
し
く
は
仮
差
押
え
の
執
行
が
さ
れ
た
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
が
管
轄
裁
判
所
と
な
る
（
同
条
三
号
）。

（

）
時
岡
・
谷
川
・
相
良
・
前
掲
注
(
)逐
条
七
一
頁
。

67

42

（

）
責
任
制
限
手
続
に
お
け
る
制
限
債
権
に
係
る
債
務
者
で
、
責
任
制
限
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
た
者
以
外
の
も
の
を
い
う
（
同
法
二

68
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条
一
項
八
号
）。

（

）
時
岡
・
谷
川
・
相
良
・
前
掲
注
(
)逐
条
七
二
頁
参
照
。

69

42

（

）
時
岡
・
谷
川
・
相
良
・
前
掲
注
(
)逐
条
七
二
頁
参
照
。

70

42

（

）
時
岡
・
谷
川
・
相
良
・
前
掲
注
(
)逐
条
七
三
頁
参
照
。

71

42

（

）
岡
部
博
記
「
油
濁
お
よ
び
船
骸
撤
去
に
関
す
る
諸
問
題
」
海
法
研
究
所
編
『
東
ア
ジ
ア
海
法
研
究
V
ol.1
東
ア
ジ
ア
海
法
フ
ォ
ー
ラ

72ム
二
〇
〇
八
記
録
集
』（
早
稲
田
大
学
グ
ロ
ー
バ
ル
Ｃ
Ｏ
Ｅ
《
企
業
法
制
と
法
創
造
》
総
合
研
究
所
、
二
〇
〇
九
年
）
一
九
九
頁
な
い
し

二
〇
〇
頁
。

（

）
他
方
、
排
出
油
が
積
載
さ
れ
て
い
た
船
舶
（
Ａ
船
）
に
衝
突
し
油
排
出
の
原
因
を
為
し
た
船
舶
（
Ｂ
船
）
の
船
舶
所
有
者
に
対
し
て

73は
、
油
濁
損
害
賠
償
法
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
海
洋
汚
染
防
止
法
に
基
づ
き
当
該
措
置
に
係
る
費
用
を
負
担

さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（

）
稲
葉
・
寺
田
・
前
掲
注
(
)解
説
一
一
一
頁
（
注
二
八
）
に
結
論
に
お
い
て
同
旨
。

74

42

（

）
な
お
、
タ
ン
カ
ー
油
濁
損
害
に
つ
い
て
は
、
海
洋
汚
染
防
止
法
四
一
条
五
項
お
よ
び
四
一
条
の
三
第
八
項
に
よ
り
、
一
般
船
舶
油
濁

75損
害
と
は
別
異
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（

）
岡
部
・
前
掲
注
(
)一
九
八
頁
。

76

72

（

）
稲
葉
・
寺
田
・
前
掲
注
(
)解
説
九
五
頁
お
よ
び
一
〇
三
頁
参
照
。

77

42

（

）
最
判
昭
和
六
〇
年
四
月
二
六
日
民
集
三
九
巻
三
号
九
〇
三
頁
。
な
お
、
難
破
物
の
除
去
に
関
す
る
法
令
に
基
づ
き
生
ず
る
債
権
（
港

78則
法
二
六
条
ま
た
は
海
上
交
通
安
全
法
三
三
条
に
基
づ
き
港
長
ま
た
は
海
上
保
安
庁
長
官
が
沈
没
・
座
礁
し
た
船
舶
の
船
舶
所
有
者
等
に

対
し
そ
の
除
去
等
を
命
じ
た
が
、
船
舶
所
有
者
等
が
除
去
等
の
措
置
を
行
わ
な
い
場
合
に
、
港
長
ま
た
は
海
上
保
安
庁
長
官
が
行
政
代
執

行
法
の
規
定
に
よ
り
自
ら
除
去
等
を
行
っ
た
場
合
に
船
舶
所
有
者
等
か
ら
徴
収
す
る
費
用
に
係
る
債
権
）
は
制
限
債
権
で
は
な
い
と
の
指

摘
と
し
て
、
江
頭
・
前
掲
注
(
)ジ
ュ
リ
六
〇
六
号
七
六
頁
。

42

（

）
稲
葉
・
寺
田
・
前
掲
注
(
)解
説
一
〇
〇
頁
お
よ
び
一
〇
一
頁
参
照
。

79

42

（

）
こ
れ
に
関
す
る
調
査
官
解
説
と
し
て
、
石
井
彦
壽
・
曹
時
四
一
巻
三
号
六
九
五
頁
、
同
・
ジ
ュ
リ
八
四
二
号
一
一
二
頁
、
判
例
評
釈

80と
し
て
、
江
頭
憲
治
郎
・
法
協
一
〇
四
巻
四
号
七
〇
四
頁
、
落
合
誠
一
・
判
時
一
一
七
〇
号
二
一
八
頁
（
判
例
評
論
三
二
三
号
五
六
頁
）、
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同
・
商
法
（
保
険
・
海
商
）
判
例
百
選
第
二
版
（
別
冊
ジ
ュ
リ
一
二
一
号
）
一
五
四
頁
、
斎
藤
和
夫
・
海
運
六
九
八
号
九
〇
頁
等
参
照
。

原
判
決
の
評
釈
と
し
て
、
谷
川
久
・
Ｎ
Ｂ
Ｌ
三
一
七
号
六
頁
参
照
。

（

）
稲
葉
・
寺
田
・
前
掲
注
(
)解
説
一
〇
一
頁
お
よ
び
一
〇
六
頁
参
照
。

81

42

（

）
船
主
と
被
害
を
受
け
た
積
荷
の
荷
主
と
の
関
係
に
関
す
る
事
案
で
は
あ
る
が
、
大
判
明
治
四
四
年
一
一
月
六
日
民
録
一
七
│
六
二
七

82参
照
。
戸
田
修
三
『
海
商
法
〔
新
訂
第
五
版
〕』（
文
真
堂
、
一
九
九
〇
年
）
二
四
九
頁
（
た
だ
し
、
戸
田
博
士
は
、
商
法
七
九
七
条
は
船

主
と
第
三
者
と
の
関
係
も
規
律
し
て
い
る
と
の
立
場
に
立
脚
す
る
）、
中
村
眞
澄
・
箱
井
崇
史
『
海
商
法
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
〇
年
）
三

三
八
頁
、
神
戸
大
学
海
事
科
学
研
究
科
海
事
法
規
研
究
会
・
前
掲
注
(
)海
事
法
規
三
六
九
頁
等
も
参
照
。

7

（

）
我
妻
榮
・
有
泉
亨
・
清
水
誠
・
田
山
輝
明
『
我
妻
・
有
泉
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
│
│
民
法
総
則
・
物
権
・
債
権
│
│
〔
第
二
版
〕』（
日

83本
評
論
社
、
二
〇
〇
八
年
）
一
三
八
二
頁
、
内
田
貴
『
民
法
Ⅱ
〔
第
三
版
〕
債
権
各
論
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
）
五
四
二

頁
等
参
照
。

（

）
我
妻
ほ
か
・
前
掲
注
(
)一
三
八
二
頁
、
内
田
・
前
掲
注
(
)五
四
三
頁
参
照
。
な
お
、
船
舶
衝
突
の
場
合
に
お
け
る
双
方
の
過
失

84

83

83

の
軽
重
を
判
定
で
き
な
い
と
き
は
そ
の
衝
突
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
は
各
船
舶
所
有
者
が
平
等
に
負
担
す
る
と
定
め
る
商
法
七
九
七
条
に

注
意
を
要
す
る
。

（

）
船
主
責
任
制
限
法
三
条
一
項
四
号
の
制
限
債
権
の
具
体
例
と
し
て
、
油
処
理
に
よ
る
漁
業
被
害
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
重
田
・
前
掲

85注
(
)海
法
体
系
四
五
頁
。

42

（

）
重
田
・
前
掲
注
(
)海
法
体
系
四
五
頁
参
照
。

86

42

（

）
な
お
、
Ａ
船
の
船
舶
所
有
者
が
、
自
己
が
負
担
す
べ
き
割
合
を
超
え
て
油
濁
被
害
者
に
弁
済
し
た
場
合
に
は
、
求
償
権
に
係
る
制
限

87債
権
者
と
し
て
、
責
任
制
限
手
続
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
Ａ
船
の
船
舶
所
有
者
が
、
将
来
、
Ｂ
船
の
船
舶

所
有
者
に
対
し
て
求
償
権
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
も
、
責
任
制
限
手
続
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
船
主
責
任
制
限
法
四
七
条
三

項
）。
た
だ
し
、
制
限
債
権
者
が
責
任
制
限
手
続
に
参
加
し
た
場
合
に
は
、
当
該
参
加
に
係
る
制
限
債
権
に
つ
い
て
は
、
Ａ
船
の
船
舶
所

有
者
の
同
手
続
へ
の
参
加
は
認
め
ら
れ
な
い
（
同
条
項
但
書
）。
時
岡
・
谷
川
・
相
良
・
前
掲
注
(
)逐
条
一
七
二
頁
、
稲
葉
・
寺
田
・

42

前
掲
注
(
)解
説
三
〇
七
頁
参
照
。

42

（

）
前
掲
注
(
)参
照
。

88

74
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（

）
海
事
債
権
責
任
制
限
条
約
に
係
る
一
九
九
六
年
議
定
書
の
下
で
の
責
任
限
度
額
の
改
定
に
つ
い
て
は
、
国
際
海
事
機
関
第
九
七
回
法

89律
委
員
会
（
二
〇
一
〇
年
一
一
月
）
等
に
お
い
て
議
論
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
LEG
97/15,at16-8（
D
ecem
ber
1,2010）.Interna-

tional
M
aritim
e
O
rganization,
IM
O
Legal
Com
m
ittee
supports
follow
-up
to
D
eepw
ater
H
orizon
and
M
ontara

（
N
ovem
ber
19,
2010）,
available
at
http://w
w
w
.im
o.org/M
ediaCentre/M
eetingSum
m
aries/Legal/Pages/LEG-

97th-Session.aspx（
lastvisited
on
O
ct.31,2011）.
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